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著作権法の一部を改正する法律の公布に係る周知について（依頼） 

 

この度、著作権法の一部を改正する法律（令和８年法律第48号）が第221回特別国

会において成立し、令和８年６月24日に公布されました。 

この法律は、アーティスト等への適切な対価還元を図るとともに、音楽の海外展

開の促進につなげるため、音楽ＣＤや配信音源などの商業用レコードが、店舗等に

おけるＢＧⅯなど、公の場で利用された場合に、アーティスト等の実演家やレコー

ド製作者が二次使用料を受け取ることができる権利である、いわゆる「レコード演

奏・伝達権」を創設するなどの措置を講ずるものです。 

ついては、別添の内容について、貴省庁より関係各所へ周知くださるよう、ご協

力をよろしくお願いします。 

 

 

【添付資料】 

別添 著作権法の一部を改正する法律の公布について（８文庁第1736号） 

 

担当 文化庁著作権課法規係 

電話 03-5253-4111（内線4824） 
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８文庁第 1736号  

令和 ８年 ６月 24日 

 

各 都 道 府 県 知 事  

各 指 定 都 市 市 長  

各 関 係 団 体 の 長 

殿  

 

                         文化庁次長 

                            日 向 信 和 

 

 

著作権法の一部を改正する法律の公布について（通知） 

 

この度、著作権法の一部を改正する法律（令和８年法律第48号。以下「改正法」

という。）が第221回特別国会において成立し、令和８年６月24日に公布されました。

(別添１～３参照) 

この法律は、アーティスト等への適切な対価還元を図るとともに、音楽の海外展

開の促進につなげるため、音楽ＣＤや配信音源などの商業用レコードが、店舗等に

おけるＢＧⅯなど、公の場で利用された場合に、アーティスト等の実演家やレコー

ド製作者（以下「実演家等」という。）が二次使用料を受け取ることができる権利

である、いわゆる「レコード演奏・伝達権」を創設するなどの措置を講ずるもので

す。 

改正法の概要及び留意事項等は下記のとおりですので、御了知くださいますよう

お願いします。また、この法律に関しては、衆議院文部科学委員会及び参議院文教

科学委員会において、それぞれ附帯決議が付されていますので、併せてお知らせし

ます。（別添４・５参照） 

各都道府県知事におかれては域内の市町村（指定都市を除く）に、実演家及びレ

コード製作者を構成員とする団体におかれては所属する構成員に対して、今回の法

改正の趣旨等について周知くださるようお願いします。 

なお、今回の法律改正に伴う関係政省令の改正等については、追ってこれを行い、

別途通知する予定です。 

  

記 

 

第一 改正の概要  

MEXT
テキストボックス
（別添）
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１ 商業用レコードに録音されている実演の再生及び伝達に係る実演家の二次使用料

を受ける権利並びに商業用レコードの再生及び伝達に係るレコード製作者の二次使

用料を受ける権利を定める措置 

⑴ 実演が録音されている商業用レコードを用いてその実演を公に再生した者は、

当該実演に係る実演家に対し、また、商業用レコードを用いてそのレコードに係

る音を公に再生した者は、そのレコードに係るレコード製作者に対し、それぞれ

二次使用料を支払わなければならないこととすること。（第95条の２第１項、第

97条の２第１項関係） 

⑵ ⑴は、営利を目的とせず、かつ、聴衆若しくは観衆から料金を受けずに公に再

生した場合又は第102条第１項において著作隣接権に準用される著作権の権利制限

規定により公に再生した場合には適用しないこととすること。（第95条の２第２

項、第97条の２第２項関係） 

⑶ 商業用レコードに録音されている実演のうち公衆送信されるものを受信装置を

用いて公に伝達した者は、当該実演に係る実演家に対し、また、商業用レコード

に係る音のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、その

レコードに係るレコード製作者に対し、それぞれ二次使用料を支払わなければな

らないこととすること。（第95条の３第１項、第97条の３第１項関係） 

⑷ ⑶は、放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、若しくは

放送同時配信等が行われるものを、営利を目的とせず、かつ、聴衆若しくは観衆

から料金を受けずに公に伝達した場合若しくは通常の家庭用受信装置を用いて公

に伝達した場合又は第102条第１項において著作隣接権に準用される著作権の権利

制限規定により公に伝達した場合には適用しないこととすること。（第95条の３

第２項、第97条の３第２項関係） 

⑸ ⑴又は⑶の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者又は商

業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体でその同意を得て

文化庁長官が指定するもの（以下「指定団体」という。）があるときは、指定団

体によってのみ行使することができることとすること。（第95条の２第３項及び

第95条の３第３項において準用する第95条第５項、第97条の２第３項及び第97条

の３第３項において準用する第97条第３項関係） 

⑹ その他⑴又は⑶の二次使用料を受ける権利に関し、所要の規定の整備を行うこ

と。 

 

２ 指定団体による二次使用料規程の作成等 
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⑴ 指定団体は、１⑴の実演に係る二次使用料を受ける権利を有する者のために請

求することができる二次使用料の額に係る次に掲げる事項を記載した二次使用料

規程を定めなければならないこととすること。（第103条の２第１項関係） 

イ 文化庁長官が定める基準に従い定める利用区分ごとの二次使用料の額 

ロ 実施の日 

ハ その他文化庁長官が定める事項 

⑵ 指定団体は、二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又

は利用者を直接若しくは間接の構成員とする団体から意見を聴取するように努め

るとともに、文部科学省令で定めるところにより、当該二次使用料規程の案を公

示しなければならないこととすること。（第103条の２第２項、第３項関係） 

⑶ ⑵の公示があったときは、利用者代表は、当該公示の日から一月以内に、指定

団体に対し、当該公示に係る二次使用料規程の案の変更について協議を求めるこ

とができることとするとともに、指定団体は、当該協議に応じなければならず、

当該協議が成立したとき（二次使用料規程の案を変更する必要がないこととされ

たときを除く。）は、その結果に基づき、二次使用料規程の案を変更しなければ

ならないこととすること。（第103条の３第１項、第２項、第５項関係） 

⑷ 文化庁長官は、利用者代表が⑶の協議を求めたにもかかわらず指定団体が当該

協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、当該利用者代表から申

立てがあったときは、当該指定団体に対し、その協議の開始又は再開を命ずるこ

とができることとすること。（第103条の３第４項関係） 

⑸ ⑵の公示の日から起算して六月を経過しても⑶の協議が成立しないときは、そ

の当事者は、二次使用料規程の案について文化庁長官の裁定を申請することがで

きることとすること。（第103条の４第１項関係） 

⑹ 二次使用料規程の案を変更する必要がある旨の裁定があったときは、二次使用

料規程の案は、その裁定において定められたところに従い、変更されるものとす

ること。（第103条の４第４項関係） 

⑺ 指定団体は、⑵の公示の日から一月以内に利用者代表から各利用区分に係る⑶

の協議の求めがなかったとき、又はその協議が成立し、若しくは⑸の裁定があっ

たときは、その定め、又は変更した二次使用料規程を、その実施の日までに、文

化庁長官に届け出るとともに、文部科学省令で定めるところにより、公表しなけ

ればならないこととすること。（第103条の５第１項関係） 

⑻ 届出のあった二次使用料規程は、当該二次使用料規程においてその実施の日と

して定められた日から、その効力を生ずることとすること。（第103条の５第２項

関係） 
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⑼ 指定団体は、⑺の届出をした二次使用料規程に定める額を超える額を、二次使

用料として請求してはならないこととすること。（第103条の５第３項関係） 

⑽ 届出をした二次使用料規程に関し、利用者代表から指定団体に対しその変更に

ついて協議を求められた際の手続を定めること。（第103条の６関係） 

⑾ ⑴から⑽までは、１⑴のレコードに係る二次使用料を受ける権利を行使する指

定団体及び１⑶の二次使用料を受ける権利を行使する指定団体について準用する

こと。（第103条の７関係） 

⑿ その他所要の規定の整備を行うこと。 

 

３ 施行期日等 

⑴ この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行すること。（附則第１条関係） 

⑵ この法律の施行の日前においても指定団体の指定や二次使用料規程を定めるた

めに必要な準備行為を可能とする等、この法律の施行に関し必要な経過措置を定

めること。（附則第２条～第５条関係） 

⑶ その他関係法律について所要の改正を行うこと。 

 

第二 留意事項 

文化審議会著作権分科会報告書（令和８年３月12日）においては、「レコード演

奏・伝達権」の創設により、我が国の実演家等が他国の実演家等と同じように対価を

得ることが可能となり、海外展開の促進・インセンティブに繋がることや、得られた

収益を次世代のアーティスト等の育成・支援の原資とすることが期待されるとされて

いる一方で、国内の利用者には新たな負担が生じることになることから、権利者にお

いては、各利用者の懸念や不安等に向き合い、適切な配慮を講じていくことが重要と

されていること。 

これを踏まえ、同報告書においては、今回の法改正により創設される「レコード演

奏・伝達権」に係る運用上の留意点が、以下１及び２のとおり指摘されており、実際

の制度の運用についてはこうした指摘や附帯決議の内容も踏まえ、指定団体を中心に

具体的に検討されること。 

加えて、指定団体の指定、指定団体による二次使用料規程の作成及び利用者代表と

の協議など準備・調整に時間を要し、また「レコード演奏・伝達権」の趣旨やその徴

収等の詳細、著作隣接権という制度の存在や意義等について、利用者をはじめとする

国民等に対して分かりやすく周知等を行う期間を設けることが必要と考えられること

から、これらの準備期間として約３年程度の期間を設けることとされていること。 
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１ 二次使用料の額等を定める二次使用料規程の作成について 

・実演家等への適切な対価還元を図る趣旨を踏まえつつ、利用の態様や利用状況、

音楽著作権料など他の著作権等使用料額との総額による影響、物価の状況等を踏

まえて検討すること。 

・社会経済状況の変化や各業界・業種の固有の状況、影響が大きいと考えられる小

規模事業者が受ける負担に配慮すること。 

・各業界・業種の実態や対象の事業規模等を適切に反映するため、それぞれにおけ

る商業用レコードの利用状況を考慮しつつ、料金区分を業界・業種ごとにきめ細

かく設定したり、面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定したりするなど、

事前に各業界・業種の関係者と十分に協議してきめ細かく検討すること。 

・規模等の小さい事業・取組や、収益がほぼ生じていない小規模の事業・取組、契

約・支払い等の事務の一部を業界団体が代行又は一括する場合等に関しては、事

前に十分に協議を行った上で、支払いの免除や減額の措置を講じるよう検討・実

施すること。 

 

２ 二次使用料の徴収・分配について 

・利用者が簡便に申請・支払いを行い、広く公平に徴収することができるよう、電

子決済をはじめとするデジタル技術も駆使した仕組みの構築を進めること。特

に、各事業者から個別に徴収する、いわゆる蛇口徴収（個別徴収）にあたって

は、音楽著作権管理事業者との連携など利用者の事務負担を減らすための措置に

ついて引き続き検討・調整すること。 

・業務用ＢＧＭ配信サービス提供事業者や統括団体との包括契約等を通じた元栓徴

収（包括徴収）の実施に向け、必要な体制の構築を進めること。 

・徴収に当たって、制度に基づき二次使用料を支払う者と、適切に支払いを行わな

い者が出てくるなどといった不公平が生じないよう、業界団体や音楽著作権管理

事業者等とも必要に応じ連携・協力し、支払いを行わない者への周知や働きか

け、督促といった措置を講じること。 

・徴収の開始に当たっては、利用者に対して事前に十分な周知を行うとともに、事

前の協議や利用者の状況、徴収等の仕組みの検討状況等によって、徴収開始時は

徴収額を引き下げ、その後段階的に引き上げることや、徴収開始までさらに一定

の猶予期間を設けること等の緩和措置を検討・実施すること。 

・分配に関しては、利用された商業用レコードの情報を基本に、当該実演家やレコ

ード製作者に正確に分配を行うとともに、透明性の確保を図ること。利用者が簡

便に利用状況の報告を行うことができるよう、音楽著作権管理事業者に対する報



 

６ 

告書の活用や、 電子的な報告の仕組みの構築、再生されている楽曲を自動的に把

握できるデジタル技術の活用等について検討を進めること。 

・他方、完全な利用報告を得ることが現実的でない場合においても可能な限り実態

に即した分配を行うため、他国の例も参考にしながら、例えば業務用ＢＧＭ配信

サービスに係るデータなど様々な統計情報を利用して、分配の正確性向上を図る

よう努めること。 

 

（参考）文化審議会著作権分科会報告書（令和８年３月１２日） 

ＵＲＬ：bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94345301_02.pdf  

 

 

【添付資料】 

別添１ 著作権法の一部を改正する法律の概要 

別添２ 著作権法の一部を改正する法律（令和８年法律第48号）条文 

別添３ 著作権法の一部を改正する法律（令和８年法律第48号）新旧対照表 

別添４ 著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和８年６月３日衆

議院文部科学委員会） 

別添５ 著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和８年６月16日参

議院文教科学委員会） 

 

 

担当 文化庁著作権課法規係 

電話 03-5253-4111（内線4824） 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94345301_02.pdf


１．実演家及びレコード製作者の「レコード演奏・伝達権」の創設
公の場で音楽CDやインターネット配信音源等が利用（再生又は伝達）

された場合に、実演家やレコード製作者がその二次使用料を受け取ること
ができることとする。（第95条の２、第95条の３、第97条の２、第97条の３の新設）

※作詞家や作曲家等の著作権者は既に権利が定められている。

２．「レコード演奏・伝達権」に係る指定団体制度の創設等（第103条の２～第103条の８の新設等）

①１.の権利について、文化庁長官が指定する団体がある場合には、その
指定団体のみが権利を行使することができることとする。

②指定団体は、二次使用料の額等を記載した二次使用料規程の案を作成し、
公示しなければならないこととする。

③指定団体は、二次使用料規程の案について利用者代表から協議を求めら
れたときは応じなければならないこととし、協議が成立しないときは、
文化庁長官の裁定を求めることができることとする。

④指定団体は、③の協議の求めがなかったとき、又は協議が成立し、
若しくは裁定があったときは、二次使用料規程を文化庁長官に届け出る
とともに、公表しなければならないこととする。

著作権法の一部を改正する法律の概要

アーティスト等への適切な対価還元を図るとともに、音楽の海外展開の
促進に繋げるため、音楽CDやインターネット配信音源等（商業用レコード等）
が公の場で利用された際に、実演家・レコード製作者が二次使用料を
受け取ることができる権利（「レコード演奏・伝達権」）を創設する。

公布日から3年を超えない範囲内で政令で定める日

改正の趣旨

改正の概要

施行期日

改正後イメージ図
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利用状況等に応じて
相互に支払

（CD再生、BGMサービス等） （CD再生、BGMサービス等）作詞家・作曲家等と同様に
対価が得られるようになる

日本 海外

店舗等

実演家等

徴収・分配を
行う団体

店舗等

実演家等

権利がないため
二次使用料が
得られない 使用料

分配

相互主義により海外から
二次使用料が得られない

※ ※142か国で導入済。OECD
加盟国では日・米のみ未整備。

（CD再生、BGMサービス等） （CD再生、BGMサービス等）

現状イメージ図
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著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
九
十
五
条
の
三
」
を
「
第
九
十
五
条
の
五
」
に
、
「
第
九
十
七
条
の
三
」
を
「
第
九
十
七
条
の
五
」
に
改
め

る
。第

四
条
の
二
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
九
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
九
十

七
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
及
び

第
九
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
、
「
第
九
十
五
条

第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
九
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、

「
第
九
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
九
十

七
条
の
三
第
三
項
」
を
「
並
び
に
第
九
十
七
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
四
条
の
二
中
「
第
九
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
九
十
五
条
の
三
第
二

MEXT
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項
第
一
号
」
を
加
え
る
。

第
九
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
加

え
、
「
第
二
項
並
び
に
」
を
「
第
二
項
、
」
に
改
め
、
「
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
九
十
七

条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
九
十
五
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
二
次
使
用
）
」
を
付
し
、
同
条
第

一
項
中
「
第
四
項
ま
で
」
の
下
に
「
、
次
条
第
一
項
及
び
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
中
「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
、
第
四
章
第
二
節
中

同
条
を
第
九
十
五
条
の
五
と
し
、
第
九
十
五
条
の
二
を
第
九
十
五
条
の
四
と
し
、
第
九
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
九
十
五
条
の
二

実
演
が
録
音
さ
れ
て
い
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
用
い
て
、
そ
の
実
演
を
公
に
再
生
し
た
者
は
、
当
該
実
演

に
係
る
実
演
家
に
二
次
使
用
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
を
受
け
ず
に
公
に
再
生
し
た
場
合

二

第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
二
か
ら
第
三
十
条
の
四
ま
で
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三



条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十

二
条
の
三
、
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
の
四
又
は
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
公
に
再
生
し
た
場
合

３

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
に
規
定
す
る
実
演
家
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
保
護
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
第
一
項
の
二
次
使
用
料
を
受
け
る
権
利
の
行
使
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
、
「
次
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
七
十
四
条
（
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
及
び
前
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
二

次
使
用
料
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
二
次
使
用
料
の
支
払
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
五
項
の
団
体

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
九
十
五
条
の
三

商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
録
音
さ
れ
て
い
る
実
演
の
う
ち
公
衆
送
信
さ
れ
る
も
の
を
受
信
装
置
を
用
い
て
公
に

伝
達
し
た
者
は
、
当
該
実
演
に
係
る
実
演
家
に
二
次
使
用
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

放
送
さ
れ
、
有
線
放
送
さ
れ
、
特
定
入
力
型
自
動
公
衆
送
信
が
行
わ
れ
、
又
は
放
送
同
時
配
信
等
（
放
送
事
業
者
、
有

線
放
送
事
業
者
又
は
放
送
同
時
配
信
等
事
業
者
が
行
う
も
の
に
限
り
、
放
送
又
は
有
線
放
送
が
終
了
し
た
後
に
開
始
さ
れ

る
も
の
を
除
く
。
次
号
並
び
に
第
九
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
る
も
の

を
、
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
を
受
け
ず
に
公
に
伝
達
し
た
場
合

二

放
送
さ
れ
、
有
線
放
送
さ
れ
、
特
定
入
力
型
自
動
公
衆
送
信
が
行
わ
れ
、
又
は
放
送
同
時
配
信
等
が
行
わ
れ
る
も
の

を
、
通
常
の
家
庭
用
受
信
装
置
を
用
い
て
公
に
伝
達
し
た
場
合

三

第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
二
か
ら
第
三
十
条
の
四
ま
で
、
第
三
十
一
条
第
七
項
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第

二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
四

十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
三
、
第
四
十
二
条
の

四
第
二
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
の
四
又
は
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
に
伝
達
し
た
場
合

３

第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
に
規
定
す
る
実
演
家
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の



規
定
に
よ
り
保
護
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
第
一
項
の
二
次
使
用
料
を
受
け
る
権
利
の
行
使
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
中
「
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
七
十
四
条
（
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
及
び
第
九
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一

項
の
二
次
使
用
料
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
二
次
使
用
料
の
支
払
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
五
条
第
五
項

の
団
体
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
九
十
七
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
二
次
使
用
）
」
を
付
し
、
同
条
第

一
項
中
「
い
う
」
の
下
に
「
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
、
「
限
る
」

の
下
に
「
。
次
条
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
、
前
項
」
を
「
前

項
」
に
改
め
、
「
準
用
し
」
を
削
り
、
「
準
用
す
る
」
を
「
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
」
に
改
め
、
「
お
い
て
」
の
下
に
「
、
同

条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
七
条
第
一
項
」
と
」
を
加
え
る
。

第
九
十
七
条
の
三
第
五
項
中
「
第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
後
段
」
を
「
第
九
十
五
条
の
五
第
四
項
後
段
」
に
改
め
、
第
四
章



第
三
節
中
同
条
を
第
九
十
七
条
の
五
と
し
、
第
九
十
七
条
の
二
を
第
九
十
七
条
の
四
と
し
、
第
九
十
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を

加
え
る
。

第
九
十
七
条
の
二

商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
用
い
て
、
そ
の
レ
コ
ー
ド
に
係
る
音
を
公
に
再
生
し
た
者
は
、
そ
の
レ
コ
ー
ド
に
係

る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
二
次
使
用
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
を
受
け
ず
に
公
に
再
生
し
た
場
合

二

第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
二
か
ら
第
三
十
条
の
四
ま
で
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三

条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十

二
条
の
三
、
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
の
四
又
は
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
公
に
再
生
し
た
場
合

３

第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
に
規
定
す
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
前
条
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
二
次
使
用
料
を
受
け
る
権
利
の

行
使
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第



四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
国
民
を

レ
コ
ー
ド
製
作
者
と
す
る
レ
コ
ー
ド
に
固
定
さ
れ
て
い
る
実
演
に
係
る
実
演
家
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
で
あ
る
レ
コ
ー
ド
製

作
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
実
演
家
が
保
護
を
受
け
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
レ
コ
ー
ド
製
作
者
が
保
護
を
受
け
る
期

間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
七
十
四
条
（
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
及
び
第
九
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一

項
の
二
次
使
用
料
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項
の
団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
二
次
使
用
料
の
支
払
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項
の
団
体

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
九
十
七
条
の
三

商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
係
る
音
の
う
ち
公
衆
送
信
さ
れ
る
も
の
を
受
信
装
置
を
用
い
て
公
に
伝
達
し
た
者

は
、
そ
の
レ
コ
ー
ド
に
係
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
二
次
使
用
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

放
送
さ
れ
、
有
線
放
送
さ
れ
、
特
定
入
力
型
自
動
公
衆
送
信
が
行
わ
れ
、
又
は
放
送
同
時
配
信
等
が
行
わ
れ
る
も
の

を
、
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
を
受
け
ず
に
公
に
伝
達
し
た
場
合



二

放
送
さ
れ
、
有
線
放
送
さ
れ
、
特
定
入
力
型
自
動
公
衆
送
信
が
行
わ
れ
、
又
は
放
送
同
時
配
信
等
が
行
わ
れ
る
も
の

を
、
通
常
の
家
庭
用
受
信
装
置
を
用
い
て
公
に
伝
達
し
た
場
合

三

第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
二
か
ら
第
三
十
条
の
四
ま
で
、
第
三
十
一
条
第
七
項
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第

二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
四

十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
三
、
第
四
十
二
条
の

四
第
二
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
の
四
又
は
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
に
伝
達
し
た
場
合

３

第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
に
規
定
す
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
第
九
十
七
条
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
二
次
使
用
料
を
受
け
る

権
利
の
行
使
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び

同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中

「
国
民
を
レ
コ
ー
ド
製
作
者
と
す
る
レ
コ
ー
ド
に
固
定
さ
れ
て
い
る
実
演
に
係
る
実
演
家
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
で
あ
る
レ

コ
ー
ド
製
作
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
実
演
家
が
保
護
を
受
け
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
レ
コ
ー
ド
製
作
者
が
保
護
を
受



け
る
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
七
十
四
条
（
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
及
び
第
九
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一

項
の
二
次
使
用
料
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
七
条
第
三
項
の
団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
二
次
使
用
料
の
支
払
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
七
条
第
三
項

の
団
体
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
百
三
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
二
次
使
用
料
規
程
の
作
成
）

第
百
三
条
の
二

指
定
団
体
（
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
五
条
第
五
項
の
団
体
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
か
ら
第
百
三
条
の
六
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
五
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
二
次
使
用
料
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
た
め
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
二
次
使
用
料
の
額
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
二
次
使
用
料
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

文
化
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
利
用
区
分
（
利
用
の
態
様
の
別
に
よ
る
区
分
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び

第
三
項
、
第
百
三
条
の
五
第
一
項
並
び
に
第
百
三
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
の
二
次
使
用
料
の
額



二

実
施
の
日

三

そ
の
他
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
事
項

２

指
定
団
体
は
、
前
項
の
二
次
使
用
料
規
程
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
利
用
者
又
は
利
用
者
を
直
接
若

し
く
は
間
接
の
構
成
員
と
す
る
団
体
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
団
体
は
、
第
一
項
の
二
次
使
用
料
規
程
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
二
次
使
用
料
規
程
の
案
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
次
使
用
料
規
程
の
協
議
）

第
百
三
条
の
三

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
あ
つ
た
と
き
は
、
利
用
者
代
表
（
同
条
第
一
項
の
二
次
使
用
料
規
程
に

お
け
る
い
ず
れ
か
の
利
用
区
分
に
お
い
て
、
利
用
者
の
総
数
に
占
め
る
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
で
あ
る
利
用
者
の
数

の
割
合
、
利
用
者
が
支
払
つ
た
二
次
使
用
料
の
総
額
に
占
め
る
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
が
支
払
つ
た
二
次
使
用
料
の

額
の
割
合
そ
の
他
の
事
情
か
ら
当
該
利
用
区
分
に
お
け
る
利
用
者
の
利
益
を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ
る
団
体
又
は
個
人
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
三
条
の
五
第
一
項
及
び
第
百
三
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
公
示
の
日
か
ら
一

月
以
内
に
、
当
該
指
定
団
体
に
対
し
、
当
該
公
示
に
係
る
二
次
使
用
料
規
程
の
案
（
当
該
利
用
区
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。



第
五
項
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
二
次
使
用
料
規
程
案
」
と
い
う
。
）
の
変
更
に
つ
い
て
協
議
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
団
体
は
、
利
用
者
代
表
か
ら
前
項
の
協
議
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

利
用
者
代
表
は
、
第
一
項
の
協
議
に
際
し
、
当
該
利
用
区
分
に
お
け
る
利
用
者
（
当
該
利
用
者
代
表
が
直
接
又
は
間
接
の

構
成
員
を
有
す
る
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
構
成
員
で
あ
る
利
用
者
を
除
く
。
）
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

文
化
庁
長
官
は
、
利
用
者
代
表
が
第
一
項
の
協
議
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
指
定
団
体
が
当
該
協
議
に
応
じ
ず
、
又
は

協
議
が
成
立
し
な
か
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
利
用
者
代
表
か
ら
申
立
て
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
指
定
団
体
に
対
し
、

そ
の
協
議
の
開
始
又
は
再
開
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

指
定
団
体
は
、
第
一
項
の
協
議
が
成
立
し
た
と
き
（
二
次
使
用
料
規
程
案
を
変
更
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
と
き

を
除
く
。
）
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
二
次
使
用
料
規
程
案
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
次
使
用
料
規
程
の
裁
定
）

第
百
三
条
の
四

第
百
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て
も
前
条
第
一
項
の
協
議



が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
当
事
者
は
、
二
次
使
用
料
規
程
案
に
つ
い
て
文
化
庁
長
官
の
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

文
化
庁
長
官
は
、
前
項
の
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
化
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
六
十
七
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
八
項
並
び
に
第
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項

の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
七
条
第
七
項
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
事
者
」
と
、

同
項
第
一
号
中
「
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
裁
定
に
係
る
著
作
物
の
利
用
に
つ
き
定
め
た
補
償
金
の
額
」
と
あ

り
、
及
び
同
条
第
八
項
中
「
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
旨
」
と
、
第
六
十
八
条
第
三
項
中
「
当

該
申
請
に
係
る
著
作
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
当
事
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

二
次
使
用
料
規
程
案
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
旨
の
第
一
項
の
裁
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
二
次
使
用
料
規
程
案
は
、
そ
の

裁
定
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
従
い
、
変
更
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
二
次
使
用
料
規
程
の
届
出
等
）

第
百
三
条
の
五

指
定
団
体
は
、
第
百
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
利
用
者
代
表
か
ら
各
利

用
区
分
に
係
る
第
百
三
条
の
三
第
一
項
の
協
議
の
求
め
が
な
か
つ
た
と
き
、
又
は
同
項
の
協
議
が
成
立
し
、
若
し
く
は
前
条



第
一
項
の
裁
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
定
め
、
又
は
変
更
し
た
二
次
使
用
料
規
程
を
、
そ
の
実
施
の
日
ま
で
に
、
文
化
庁

長
官
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
つ
た
二
次
使
用
料
規
程
は
、
当
該
二
次
使
用
料
規
程
に
お
い
て
そ
の
実
施
の
日
と
し
て
定

め
ら
れ
た
日
か
ら
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

３

指
定
団
体
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
二
次
使
用
料
規
程
に
定
め
る
額
を
超
え
る
額
を
、
二
次
使
用
料
と
し

て
請
求
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
届
出
を
し
た
二
次
使
用
料
規
程
に
係
る
協
議
等
）

第
百
三
条
の
六

指
定
団
体
は
、
利
用
者
代
表
か
ら
、
前
条
第
一
項
又
は
こ
の
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
二
次
使

用
料
規
程
（
当
該
利
用
区
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
届
出
二
次
使
用
料
規
程
」
と
い
う
。
）
の
変

更
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
百
三
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
二
次
使
用
料
規
程
の
変
更
の
協
議
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

３

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
協
議
が
成
立
し
な
い



と
き
は
、
そ
の
当
事
者
は
、
届
出
二
次
使
用
料
規
程
の
変
更
に
つ
い
て
文
化
庁
長
官
の
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
百
三
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
二
次
使
用
料
規
程
の
変
更
に
関
す
る
裁
定
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

５

指
定
団
体
は
、
第
一
項
の
協
議
が
成
立
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
届
出
二
次
使
用
料
規
程
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
と

さ
れ
た
と
き
、
又
は
届
出
二
次
使
用
料
規
程
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
旨
の
第
三
項
の
裁
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
変
更
後
の

二
次
使
用
料
規
程
を
、
そ
の
実
施
の
日
ま
で
に
、
文
化
庁
長
官
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
二
次
使
用
料
規
程
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
二
次
使
用
料
規
程
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
百
三
条
の
七

第
百
三
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
五
条
第

五
項
の
団
体
並
び
に
第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
七
条
第
三
項
の

団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
、
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
五
条
第
五
項
の
団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は



「
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
」
と
、
第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
七
条
第
三
項
の
団
体
に
つ
い
て

準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」
と
、
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
七

条
第
三
項
の
団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
「
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
二
次
使
用
料
規
程
に
関
す
る
事
項
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
三
条
の
八

第
百
三
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
百
三
条
の
二
第
一
項
（
前
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
二
次
使
用
料
規
程
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
百
十
三
条
第
九
項
中
「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
」
に
、
「
第
九
十
七
条
の
三
第
三

項
」
を
「
第
九
十
七
条
の
五
第
三
項
」
に
、
「
若
し
く
は
第
九
十
七
条
第
一
項
」
を
「
、
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十

五
条
の
三
第
一
項
、
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
の
二
中
「
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
各
号
又
は
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
各
号
」
を
「
第
九
十
五
条
の
四
第
三

項
各
号
又
は
第
九
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
」
に
、
「
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
九

十
五
条
の
四
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
第
三
項
中
「
、
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
九
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
」



に
、
「
並
び
に
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
九
十
七
条
の
三
ま
で
並
び
に
第
九
十
七
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
五
条
の
二
、
第
九
十
五
条
の
三
、
第

九
十
七
条
の
二
及
び
第
九
十
七
条
の
三
の
規
定
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
四

号
）
附
則
第
三
項
若
し
く
は
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
実
演
若
し
く
は
レ
コ
ー
ド
又
は
同
法
附
則
第
四
項
本
文
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
実
演
家
に
係
る
実
演
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条

実
演
家
、
レ
コ
ー
ド
製
作
者
及
び
放
送
機
関
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
演
家
等
保



護
条
約
」
と
い
う
。
）
の
締
約
国
で
あ
り
、
か
つ
、
実
演
及
び
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
（
次
項
に

お
い
て
「
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
」
と
い
う
。
）
の
締
約
国
で
あ
る
国
の
国
民
（
当
該
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ

れ
た
法
人
及
び
当
該
締
約
国
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
レ
コ
ー
ド
製
作
者
と

す
る
レ
コ
ー
ド
に
固
定
さ
れ
て
い
る
実
演
で
あ
っ
て
、
実
演
家
等
保
護
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
日
よ
り
前

に
当
該
固
定
が
さ
れ
た
実
演
に
係
る
実
演
家
に
つ
い
て
の
新
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
及
び
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
九

十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

２

実
演
家
等
保
護
条
約
の
締
約
国
で
あ
り
、
か
つ
、
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
国
の
国
民
を
レ
コ
ー
ド
製
作

者
と
す
る
レ
コ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
実
演
家
等
保
護
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
日
よ
り
前
に
そ
の
音
が
最
初
に

固
定
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
に
係
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
つ
い
て
の
新
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法

第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
準
備
行
為
）



第
四
条

文
化
庁
長
官
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
新

法
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
九
十
五
条
第
五
項
及
び
新
法

第
九
十
五
条
の
二
第
四
項
若
し
く
は
第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
九
十
五
条
第
六
項
又
は
新
法
第

九
十
七
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
九
十
七
条
第
三
項
及
び
新
法
第
九

十
七
条
の
二
第
四
項
若
し
く
は
第
九
十
七
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
九
十
五
条
第
六
項
の
規
定
の
例
に
よ

り
、
新
法
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
九
十
五
条
第
五
項
又

は
新
法
第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
九
十
七
条
第
三
項
の
団

体
の
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
指
定
は
、
施
行
日
以
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
九
十

五
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
九
十
五
条
第
五
項
又
は
新
法
第
九
十
七

条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
九
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
と

み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
団
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
団
体
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
施
行
日
前
に

お
い
て
も
、
新
法
第
百
三
条
の
二
（
新
法
第
百
三
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て



同
じ
。
）
、
第
百
三
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
法
第
百
三
条
の
七
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
法
第
百
三
条
の
七
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
第
百
三
条
の
五
第
一
項
（
新
法
第
百
三
条
の
七
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
二
次
使
用
料
規
程
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

指
定
団
体
及
び
利
用
者
代
表
（
新
法
第
百
三
条
の
三
第
一
項
（
新
法
第
百
三
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
利
用
者
代
表
を
い
う
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
新
法
第
百
三
条
の

二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
二
次
使
用
料
規
程
の
案
の
公
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
法
第
百
三
条
の

三
（
新
法
第
百
三
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
第
百
三
条
の
四
第
一
項
及

び
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
公
示
さ
れ
た
二
次
使
用
料
規
程
の
案
（
第
五
項
に
お
い
て
「
二
次
使
用
料
規
程
案
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
協
議
に
係
る
同
条
第
一
項
の
規
定
の

例
に
よ
る
裁
定
の
申
請
は
、
施
行
日
以
後
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
と
み
な
す
。

４

文
化
庁
長
官
は
、
前
項
の
協
議
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
新
法
第
百
三
条
の
三
第
四
項



の
規
定
に
よ
る
申
立
て
又
は
新
法
第
百
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
施
行
日
前
に
お

い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
百
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
命
令
を
行
い
、
又
は
新
法
第
百
三
条
の
四
第
二
項
及

び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
法
第
百
三
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
裁
定
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
命
令
又
は
裁
定
は
、
施
行
日
以
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
百
三
条
の
三
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
新
法
第
百
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
と
み
な
す
。

５

指
定
団
体
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
新
法
第
百
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

し
た
二
次
使
用
料
規
程
案
に
つ
い
て
、
新
法
第
百
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
定
め
た
二

次
使
用
料
規
程
を
、
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
は
、
施
行

日
以
後
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
す
。

６

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
行
為
は
、
施
行
日
以
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ

新
法
第
百
三
条
の
二
か
ら
第
百
三
条
の
四
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
法
第
百
三
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
第
百
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
政
令
へ
の
委
任
）



第
五
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
る
。

一

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
附
則
第
三
項

二

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号
）
附
則
第
四
項

第
七
条

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
九
十
五
条
の
三
」
を
「
第
九
十
五
条
の
五
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
第
九
十
七
条
の
三
」
を
「
第
九
十
七
条
の
五
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
」
の
下
に
「
著
作
権
法
」
を
、
「
及
び
」
の
下
に
「
同
法
」
を
加
え
、
「
第
九
十

五
条
の
三
第
二
項
」
を
「
同
法
第
九
十
五
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
及
び
万
国
著
作
権
条
約
の
実
施
に
伴
う
著
作
権
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改

正
）

第
八
条

著
作
権
法
及
び
万
国
著
作
権
条
約
の
実
施
に
伴
う
著
作
権
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平



成
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
九
十
七
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
改
正
後
の
」
を
削
り
、
「
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
九
十
五

条
の
四
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
（
著
作
権
法
」
を
「
（
同
法
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
等
管
理
事
業
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

著
作
権
等
管
理
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
九
十
五
条
の
五
第
四
項
」
に
、
「
第
九
十
五
条
の
三
第
一

項
」
を
「
第
九
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
九
十
七
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
九
十
七
条
の
五
第

四
項
」
に
、
「
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
九
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）



第
十
一
条

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
新
法
中
」
を
「
著
作
権
法
中
」
に
、
「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
九
十
五
条
の

五
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
新
法
中
」
を
「
著
作
権
法
中
」
に
、
「
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
九
十
七
条
の
五
第
三
項
」

に
改
め
る
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
十
一
項
の
表
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

著
作
権
法
（
昭

第
三
十
五
条
第

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
学
校
設
置
会
社

和
四
十
五
年
法

一
項

を
除
く
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

律

第

四

十

八

八
十
九
号
）
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設

号
）

置
会
社
を
い
う
。
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
五

条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
九
十
七
条
の
二
第
二



項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
す
る
学
校
を

含
む
。

第
三
十
八
条
第

又
は
観
衆

若
し
く
は
観
衆

一
項

受
け
な
い
場
合

受
け
な
い
場
合
又
は
学
校
設
置
会
社
の
設
置
す
る
学

校
に
お
い
て
聴
衆
若
し
く
は
観
衆
か
ら
料
金
を
受
け

ず
に
そ
の
教
育
若
し
く
は
研
究
を
行
う
活
動
に
利
用

す
る
場
合

第
九
十
五
条
の

又
は
観
衆

若
し
く
は
観
衆

二
第
二
項
第
一

再
生
し
た
場
合

再
生
し
た
場
合
又
は
学
校
設
置
会
社
の
設
置
す
る
学

号
及
び
第
九
十

校
に
お
い
て
聴
衆
若
し
く
は
観
衆
か
ら
料
金
を
受
け

七
条
の
二
第
二

ず
に
そ
の
教
育
若
し
く
は
研
究
を
行
う
活
動
に
利
用

項
第
一
号

し
た
場
合

（
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）



第
十
三
条

障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法

律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
中
「
及
び
第
八
十
六
条
第
三
項
」
を
「
、
第
八
十
六
条
第
三
項
、
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
、
第
九

十
五
条
の
三
第
二
項
第
三
号
、
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
す

る
。
」
を
「
、
同
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
、
第
九
十
五
条
の
三
第
二
項
第
三
号
、
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
第

二
号
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
二
項
第
三
号
中
「
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
」
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
新
法
中
」
を
「
著
作
権
法

中
」
に
、
「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
新
法
中
」
を
「
著

作
権
法
中
」
に
、
「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
る
。



著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

新
旧
対
照
条
文 

目
次 
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権
法
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和
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十
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年
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係
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・
・
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※
学
校
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育
法
等
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一
部
を
改
正
す
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法
律
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令
和
八
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
令
和
九
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
る
改
正
後
の
著 
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権
法 
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国
著
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う
著
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法
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特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律 

第
百
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）
（
抄
）
（
附
則
第
八
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関
係
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・
・
・
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・
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・
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著
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権
法
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部
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）
（
抄
）
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附
則
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条
関
係
）
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・
・
・
・
・
26 

○ 

著
作
権
等
管
理
事
業
法
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平
成
十
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年
法
律
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百
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号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
27 
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著
作
権
法
の
一
部
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改
正
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る
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平
成
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年
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（
抄
）
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附
則
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一
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係
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・
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・
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28 
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革
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障
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の
促
進
等
に
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法
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（
平
成
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法
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号 
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・
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・
・
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※
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
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正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
令
和
九
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
る
改
正
後
の
障 

害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律 

○ 

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
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十
五
号
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抄
）
（
附
則
第
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四
条
関
係
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・
・
・
・
・
・
35 
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1 

○ 

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
抄
）
（
本
則
関
係
） 

※
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
令
和
九
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
る
改
正
後
の
著
作

権
法 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

目
次 第

一
章
～
第
三
章 

（
略
） 

第
四
章 

著
作
隣
接
権 

第
一
節 

（
略
） 

第
二
節 

実
演
家
の
権
利
（
第
九
十
条
の
二―

第
九
十
五
条

の
五
） 

第
三
節 

レ
コ
ー
ド
製
作
者
の
権
利
（
第
九
十
六
条―

第
九

十
七
条
の
五
） 

第
四
節
～
第
八
節 

（
略
） 

第
五
章
～
第
九
章 

（
略
） 

附
則 

 

目
次 第

一
章
～
第
三
章 

（
略
） 

第
四
章 

著
作
隣
接
権 

第
一
節 

（
略
） 

第
二
節 

実
演
家
の
権
利
（
第
九
十
条
の
二―

第
九
十
五
条

の
三
） 

第
三
節 

レ
コ
ー
ド
製
作
者
の
権
利
（
第
九
十
六
条―

第
九

十
七
条
の
三
） 

第
四
節
～
第
八
節 

（
略
） 

第
五
章
～
第
九
章 

（
略
） 

附
則 

 

（
レ
コ
ー
ド
の
発
行
） 

第
四
条
の
二 

レ
コ
ー
ド
は
、
そ
の
性
質
に
応
じ
公
衆
の
要
求
を

満
た
す
こ
と
が
で
き
る
相
当
程
度
の
部
数
の
複
製
物
が
、
第
九

十
六
条
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
許
諾
（
第
百

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

利
用
の
許
諾
を
い
う
。
第
四
章
第
二
節
及
び
第
三
節
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
得
た
者
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
、
頒
布
さ
れ
た
場
合

（
第
九
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
の
五
第
一
項
に

（
レ
コ
ー
ド
の
発
行
） 

第
四
条
の
二 

レ
コ
ー
ド
は
、
そ
の
性
質
に
応
じ
公
衆
の
要
求
を

満
た
す
こ
と
が
で
き
る
相
当
程
度
の
部
数
の
複
製
物
が
、
第
九

十
六
条
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
許
諾
（
第
百

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

利
用
の
許
諾
を
い
う
。
第
四
章
第
二
節
及
び
第
三
節
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
得
た
者
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
、
頒
布
さ
れ
た
場
合

（
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
に



 

2 

規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
権
利
を
害
し
な
い
場
合
に
限
る

。
）
に
お
い
て
、
発
行
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

 

規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
権
利
を
害
し
な
い
場
合
に
限
る

。
）
に
お
い
て
、
発
行
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

 

第
四
章 

著
作
隣
接
権 

 
 

 
 

第
一
節 

総
則 

（
著
作
隣
接
権
） 

第
八
十
九
条 
実
演
家
は
、
第
九
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
（
以
下
「
実
演
家
人
格
権
」

と
い
う
。
）
並
び
に
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十
二
条
第
一

項
、
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
及

び
第
九
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
並
び
に
第
九
十

四
条
の
二
及
び
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
並

び
に
第
九
十
五
条
第
一
項
、
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

九
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
二
次
使
用
料
を
受
け
る
権

利
を
享
有
す
る
。 

２ 

レ
コ
ー
ド
製
作
者
は
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
六
条
の
二
、

第
九
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
権
利
並
び
に
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
二
次
使
用

料
並
び
に
第
九
十
七
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
を
受
け

る
権
利
を
享
有
す
る
。 

３
～
６ 

（
略
） 

 

 
 

 

第
四
章 

著
作
隣
接
権 

 
 

 
 

第
一
節 

総
則 

（
著
作
隣
接
権
） 

第
八
十
九
条 

実
演
家
は
、
第
九
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
（
以
下
「
実
演
家
人
格
権
」

と
い
う
。
）
並
び
に
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十
二
条
第
一

項
、
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
及

び
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
並
び
に
第
九
十

四
条
の
二
及
び
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
並

び
に
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
次
使
用
料
を
受
け
る

権
利
を
享
有
す
る
。 

 

２ 

レ
コ
ー
ド
製
作
者
は
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
六
条
の
二
、

第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
権
利
並
び
に
第
九
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
次
使

用
料
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
を
受
け

る
権
利
を
享
有
す
る
。 

 
３
～
６ 

（
略
） 

 

第
二
節 

実
演
家
の
権
利 

（
放
送
さ
れ
る
実
演
の
有
線
放
送
） 

第
九
十
四
条
の
二 

有
線
放
送
事
業
者
は
、
放
送
さ
れ
る
実
演
を

第
二
節 

実
演
家
の
権
利 

（
放
送
さ
れ
る
実
演
の
有
線
放
送
） 

第
九
十
四
条
の
二 
有
線
放
送
事
業
者
は
、
放
送
さ
れ
る
実
演
を



 

3 

有
線
放
送
し
た
場
合
（
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又

は
観
衆
か
ら
料
金
（
い
ず
れ
の
名
義
を
も
つ
て
す
る
か
を
問
わ

ず
、
実
演
の
提
示
に
つ
き
受
け
る
対
価
を
い
う
。
第
九
十
五
条

第
一
項
、
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
九
十
五
条

の
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
な
い
場
合
を

除
く
。
）
に
は
、
当
該
実
演
（
著
作
隣
接
権
の
存
続
期
間
内
の

も
の
に
限
り
、
第
九
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
に
係
る
実
演
家
に
相
当
な
額
の
報
酬
を
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

有
線
放
送
し
た
場
合
（
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又

は
観
衆
か
ら
料
金
（
い
ず
れ
の
名
義
を
も
つ
て
す
る
か
を
問
わ

ず
、
実
演
の
提
示
に
つ
き
受
け
る
対
価
を
い
う
。
第
九
十
五
条

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に

は
、
当
該
実
演
（
著
作
隣
接
権
の
存
続
期
間
内
の
も
の
に
限
り

、
第
九
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

係
る
実
演
家
に
相
当
な
額
の
報
酬
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
録
音
さ
れ
て
い
る
実
演
の
放
送
同
時
配

信
等
） 

第
九
十
四
条
の
三 

放
送
事
業
者
、
有
線
放
送
事
業
者
又
は
放
送

同
時
配
信
等
事
業
者
は
、
第
九
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権

利
を
有
す
る
者
の
許
諾
を
得
て
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
送
信
可
能

化
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
を
含
む
。
次
項
、
次
条
第
一
項
、
第
九
十

五
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
九
十
六
条

の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項

、
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
録
音
さ
れ
て
い
る
実
演
（
当
該
実
演
に

係
る
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
に
つ
い
て
著

作
権
等
管
理
事
業
者
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
又
は

文
化
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
実
演
に
係
る
特
定
実

演
家
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
、
放
送
同
時
配
信
等
の
許
諾
の
申

込
み
を
受
け
付
け
る
た
め
の
連
絡
先
そ
の
他
の
円
滑
な
許
諾
の

た
め
に
必
要
な
情
報
で
あ
つ
て
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
の

（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
録
音
さ
れ
て
い
る
実
演
の
放
送
同
時
配

信
等
） 

第
九
十
四
条
の
三 

放
送
事
業
者
、
有
線
放
送
事
業
者
又
は
放
送

同
時
配
信
等
事
業
者
は
、
第
九
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権

利
を
有
す
る
者
の
許
諾
を
得
て
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
送
信
可
能

化
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
を
含
む
。
次
項
、
次
条
第
一
項
、
第
九
十

六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
十
七
条
第
一
項
及

び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
録
音
さ
れ
て
い
る
実
演
（
当

該
実
演
に
係
る
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
に

つ
い
て
著
作
権
等
管
理
事
業
者
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る

も
の
又
は
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
実
演
に
係

る
特
定
実
演
家
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
、
放
送
同
時
配
信
等
の

許
諾
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
た
め
の
連
絡
先
そ
の
他
の
円
滑

な
許
諾
の
た
め
に
必
要
な
情
報
で
あ
つ
て
文
化
庁
長
官
が
定
め

る
も
の
の
公
表
が
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
放

送
同
時
配
信
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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公
表
が
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
放
送
同
時
配

信
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
４ 

（
略
） 

 

  

２
～
４ 

（
略
） 

 
（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
二
次
使
用
） 

第
九
十
五
条 
放
送
事
業
者
及
び
有
線
放
送
事
業
者
（
以
下
こ
の

条
及
び
第
九
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
放
送
事
業
者
等
」
と

い
う
。
）
は
、
第
九
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す

る
者
の
許
諾
を
得
て
実
演
が
録
音
さ
れ
て
い
る
商
業
用
レ
コ
ー

ド
を
用
い
た
放
送
又
は
有
線
放
送
を
行
つ
た
場
合
（
営
利
を
目

的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
を
受
け
ず
に
、

当
該
放
送
を
受
信
し
て
同
時
に
有
線
放
送
を
行
つ
た
場
合
を
除

く
。
）
に
は
、
当
該
実
演
（
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
実
演
で
著
作
隣
接
権
の
存
続
期
間
内
の
も
の
に
限
る

。
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
次
条
第
一
項
及
び
第
九
十
五
条
の

三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
実
演
家
に
二
次
使
用
料

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
14 

（
略
） 

 

（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
二
次
使
用
） 

第
九
十
五
条 

放
送
事
業
者
及
び
有
線
放
送
事
業
者
（
以
下
こ
の

条
及
び
第
九
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
放
送
事
業
者
等
」
と

い
う
。
）
は
、
第
九
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す

る
者
の
許
諾
を
得
て
実
演
が
録
音
さ
れ
て
い
る
商
業
用
レ
コ
ー

ド
を
用
い
た
放
送
又
は
有
線
放
送
を
行
つ
た
場
合
（
営
利
を
目

的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
を
受
け
ず
に
、

当
該
放
送
を
受
信
し
て
同
時
に
有
線
放
送
を
行
つ
た
場
合
を
除

く
。
）
に
は
、
当
該
実
演
（
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
実
演
で
著
作
隣
接
権
の
存
続
期
間
内
の
も
の
に
限
る

。
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
実
演
家

に
二
次
使
用
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２
～
14 

（
略
） 

 

第
九
十
五
条
の
二 

実
演
が
録
音
さ
れ
て
い
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド

を
用
い
て
、
そ
の
実
演
を
公
に
再
生
し
た
者
は
、
当
該
実
演
に

係
る
実
演
家
に
二
次
使
用
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金

を
受
け
ず
に
公
に
再
生
し
た
場
合 

二 

第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
二
か

（
新
設
） 
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ら
第
三
十
条
の
四
ま
で
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三

条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十

二
条
の
三
、
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
、
第
四
十
六
条
、
第

四
十
七
条
の
四
又
は
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
公
に
再
生
し
た
場
合 

３ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
に
規
定
す
る
実

演
家
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
保
護
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
第

一
項
の
二
次
使
用
料
を
受
け
る
権
利
の
行
使
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前

項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

、
「
次
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
七
十
四
条
（
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
及

び
前
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
二
次

使
用
料
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
団
体
に

つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
二
次
使
用
料
の

支
払
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
五
項
の
団
体
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 第
九
十
五
条
の
三 

商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
録
音
さ
れ
て
い
る
実
演

の
う
ち
公
衆
送
信
さ
れ
る
も
の
を
受
信
装
置
を
用
い
て
公
に
伝

達
し
た
者
は
、
当
該
実
演
に
係
る
実
演
家
に
二
次
使
用
料
を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
新
設
） 
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一 

放
送
さ
れ
、
有
線
放
送
さ
れ
、
特
定
入
力
型
自
動
公
衆
送

信
が
行
わ
れ
、
又
は
放
送
同
時
配
信
等
（
放
送
事
業
者
、
有

線
放
送
事
業
者
又
は
放
送
同
時
配
信
等
事
業
者
が
行
う
も
の

に
限
り
、
放
送
又
は
有
線
放
送
が
終
了
し
た
後
に
開
始
さ
れ

る
も
の
を
除
く
。
次
号
並
び
に
第
九
十
七
条
の
三
第
二
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
る
も
の
を

、
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金

を
受
け
ず
に
公
に
伝
達
し
た
場
合 

二 

放
送
さ
れ
、
有
線
放
送
さ
れ
、
特
定
入
力
型
自
動
公
衆
送

信
が
行
わ
れ
、
又
は
放
送
同
時
配
信
等
が
行
わ
れ
る
も
の
を

、
通
常
の
家
庭
用
受
信
装
置
を
用
い
て
公
に
伝
達
し
た
場
合 

三 

第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
二
か

ら
第
三
十
条
の
四
ま
で
、
第
三
十
一
条
第
七
項
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第

二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
四

十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
二
条
、
第
四

十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
三
、
第
四
十
二
条
の

四
第
二
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
の
四
又
は
第
四
十

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
に
伝
達
し
た
場
合 

３ 

第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
に
規
定

す
る
実
演
家
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
保
護
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規

定
は
第
一
項
の
二
次
使
用
料
を
受
け
る
権
利
の
行
使
に
つ
い
て

、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
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中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
、
「
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

４ 
第
七
十
四
条
（
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
及

び
第
九
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項

の
二
次
使
用
料
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の

団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
二
次
使
用
料
の

支
払
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
五
条
第
五
項
の

団
体
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
譲
渡
権
） 

第
九
十
五
条
の
四 

（
略
） 

 

（
譲
渡
権
） 

第
九
十
五
条
の
二 

（
略
） 

 

（
貸
与
権
等
） 

第
九
十
五
条
の
五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
九
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項

の
報
酬
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
十
項
中
「
放
送
事
業
者
等
」
と
あ
り
、
及
び
同

条
第
十
二
項
中
「
第
九
十
五
条
第
一
項
の
放
送
事
業
者
等
」
と

あ
る
の
は
、
「
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
の
貸
レ
コ
ー
ド
業
者

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５
・
６ 

（
略
） 

 

（
貸
与
権
等
） 

第
九
十
五
条
の
三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
九
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項

の
報
酬
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
十
項
中
「
放
送
事
業
者
等
」
と
あ
り
、
及
び
同

条
第
十
二
項
中
「
第
九
十
五
条
第
一
項
の
放
送
事
業
者
等
」
と

あ
る
の
は
、
「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
の
貸
レ
コ
ー
ド
業
者

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５
・
６ 
（
略
） 

 

第
三
節 

レ
コ
ー
ド
製
作
者
の
権
利 

第
三
節 
レ
コ
ー
ド
製
作
者
の
権
利 
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（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
二
次
使
用
） 

第
九
十
七
条 

放
送
事
業
者
等
は
、
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
用
い
た

放
送
又
は
有
線
放
送
を
行
つ
た
場
合
（
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、

か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
（
い
ず
れ
の
名
義
を
も
つ
て

す
る
か
を
問
わ
ず
、
レ
コ
ー
ド
に
係
る
音
の
提
示
に
つ
き
受
け

る
対
価
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
九
十
七
条
の
三

第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
ず
に
、
当
該
放
送

を
受
信
し
て
同
時
に
有
線
放
送
を
行
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
に

は
、
そ
の
レ
コ
ー
ド
（
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
レ
コ
ー
ド
で
著
作
隣
接
権
の
存
続
期
間
内
の
も
の
に
限
る

。
次
条
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
係
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
二
次
使
用
料
を
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す

る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項

の
規
定
に
よ
り
保
護
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と

あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九

十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

中
「
国
民
を
レ
コ
ー
ド
製
作
者
と
す
る
レ
コ
ー
ド
に
固
定
さ
れ

て
い
る
実
演
に
係
る
実
演
家
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
で
あ
る
レ

コ
ー
ド
製
作
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
実
演
家
が
保
護
を
受

け
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
レ
コ
ー
ド
製
作
者
が
保
護
を
受
け

る
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
二
次
使
用
） 

第
九
十
七
条 

放
送
事
業
者
等
は
、
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
用
い
た

放
送
又
は
有
線
放
送
を
行
つ
た
場
合
（
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、

か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
（
い
ず
れ
の
名
義
を
も
つ
て

す
る
か
を
問
わ
ず
、
レ
コ
ー
ド
に
係
る
音
の
提
示
に
つ
き
受
け

る
対
価
を
い
う
。
）
を
受
け
ず
に
、
当
該
放
送
を
受
信
し
て
同

時
に
有
線
放
送
を
行
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
レ
コ

ー
ド
（
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド

で
著
作
隣
接
権
の
存
続
期
間
内
の
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
レ

コ
ー
ド
製
作
者
に
二
次
使
用
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

  

２ 

第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定

す
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
つ
い
て
準
用
し
、
同
条
第
三
項
の
規

定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
の
規
定
中
「
国
民
を
レ
コ
ー
ド
製
作
者
と
す
る
レ
コ
ー
ド
に

固
定
さ
れ
て
い
る
実
演
に
係
る
実
演
家
」
と
あ
る
の
は
「
国
民

で
あ
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
実
演
家
が

保
護
を
受
け
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
レ
コ
ー
ド
製
作
者
が
保

護
を
受
け
る
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

３
・
４ 

（
略
） 
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第
九
十
七
条
の
二 

商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
用
い
て
、
そ
の
レ
コ
ー

ド
に
係
る
音
を
公
に
再
生
し
た
者
は
、
そ
の
レ
コ
ー
ド
に
係
る

レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
二
次
使
用
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金

を
受
け
ず
に
公
に
再
生
し
た
場
合 

二 

第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
二
か

ら
第
三
十
条
の
四
ま
で
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三

条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十

二
条
の
三
、
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
、
第
四
十
六
条
、
第

四
十
七
条
の
四
又
は
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
公
に
再
生
し
た
場
合 

３ 

第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
に
規
定

す
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
前
条
第

三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
二
次
使
用
料
を
受
け
る
権
利
の
行
使

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

九
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
中

「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」
と
、

同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
国
民
を
レ
コ
ー
ド

製
作
者
と
す
る
レ
コ
ー
ド
に
固
定
さ
れ
て
い
る
実
演
に
係
る
実

演
家
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
で
あ
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
」
と
、

同
条
第
三
項
中
「
実
演
家
が
保
護
を
受
け
る
期
間
」
と
あ
る
の

は
「
レ
コ
ー
ド
製
作
者
が
保
護
を
受
け
る
期
間
」
と
読
み
替
え

（
新
設
） 
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る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
七
十
四
条
（
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
及

び
第
九
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項

の
二
次
使
用
料
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項
の

団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
二
次
使
用
料
の

支
払
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項
の
団
体
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

第
九
十
七
条
の
三 

商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
係
る
音
の
う
ち
公
衆
送

信
さ
れ
る
も
の
を
受
信
装
置
を
用
い
て
公
に
伝
達
し
た
者
は
、

そ
の
レ
コ
ー
ド
に
係
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
二
次
使
用
料
を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

放
送
さ
れ
、
有
線
放
送
さ
れ
、
特
定
入
力
型
自
動
公
衆
送

信
が
行
わ
れ
、
又
は
放
送
同
時
配
信
等
が
行
わ
れ
る
も
の
を

、
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金

を
受
け
ず
に
公
に
伝
達
し
た
場
合 

二 

放
送
さ
れ
、
有
線
放
送
さ
れ
、
特
定
入
力
型
自
動
公
衆
送

信
が
行
わ
れ
、
又
は
放
送
同
時
配
信
等
が
行
わ
れ
る
も
の
を

、
通
常
の
家
庭
用
受
信
装
置
を
用
い
て
公
に
伝
達
し
た
場
合 

三 

第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
二
か

ら
第
三
十
条
の
四
ま
で
、
第
三
十
一
条
第
七
項
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第

二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
新
設
） 
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、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
四

十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
二
条
、
第
四

十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
二
条
の
三
、
第
四
十
二
条
の

四
第
二
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
の
四
又
は
第
四
十

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
に
伝
達
し
た
場
合 

３ 

第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
に
規
定

す
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
第
九
十

七
条
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
二
次
使
用
料
を
受
け
る
権
利

の
行
使
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
九
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第

四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項

」
と
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
国
民
を
レ

コ
ー
ド
製
作
者
と
す
る
レ
コ
ー
ド
に
固
定
さ
れ
て
い
る
実
演
に

係
る
実
演
家
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
で
あ
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
実
演
家
が
保
護
を
受
け
る
期
間
」
と

あ
る
の
は
「
レ
コ
ー
ド
製
作
者
が
保
護
を
受
け
る
期
間
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
七
十
四
条
（
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
及

び
第
九
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項

の
二
次
使
用
料
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
七
条
第

三
項
の
団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
二
次
使
用
料
の

支
払
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
七
条
第
三
項
の

団
体
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 
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（
譲
渡
権
） 

第
九
十
七
条
の
四 

（
略
） 

（
譲
渡
権
） 

第
九
十
七
条
の
二 

（
略
） 

 
（
貸
与
権
等
） 

第
九
十
七
条
の
五 

（
略
） 

２
～
４ 
（
略
） 

５ 

第
九
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
三

項
の
報
酬
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
七
条
第
三
項

に
規
定
す
る
団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
第
九
十
五
条
の
五
第
四
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

６
・
７ 

（
略
） 

 

（
貸
与
権
等
） 

第
九
十
七
条
の
三 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

第
九
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
三

項
の
報
酬
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
七
条
第
三
項

に
規
定
す
る
団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

６
・
７ 

（
略
） 

 

第
百
三
条 

（
略
） 

 

第
百
三
条 

（
略
） 

 

（
二
次
使
用
料
規
程
の
作
成
） 

第
百
三
条
の
二 

指
定
団
体
（
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
九
十
五
条
第
五
項
の
団
体
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
か
ら
第
百
三
条
の
六
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
九
十

五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
五
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
二
次
使
用
料
を
受
け

る
権
利
を
有
す
る
者
の
た
め
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
二
次

使
用
料
の
額
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
二
次
使
用

料
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

文
化
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
利
用
区
分
（

利
用
の
態
様
の
別
に
よ
る
区
分
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び

第
三
項
、
第
百
三
条
の
五
第
一
項
並
び
に
第
百
三
条
の
六
第

 

（
新
設
） 
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一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
の
二
次
使
用
料
の
額 

 

二 

実
施
の
日 

 
三 

そ
の
他
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
事
項 

２ 
指
定
団
体
は
、
前
項
の
二
次
使
用
料
規
程
を
定
め
、
又
は
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
利
用
者
又
は
利
用
者
を
直
接
若
し

く
は
間
接
の
構
成
員
と
す
る
団
体
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
団
体
は
、
第
一
項
の
二
次
使
用
料
規
程
を
定
め
、
又
は

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
二
次
使
用
料
規
程
の
案
を
公
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
二
次
使
用
料
規
程
の
協
議
） 

第
百
三
条
の
三 

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
あ
つ
た
と

き
は
、
利
用
者
代
表
（
同
条
第
一
項
の
二
次
使
用
料
規
程
に
お

け
る
い
ず
れ
か
の
利
用
区
分
に
お
い
て
、
利
用
者
の
総
数
に
占

め
る
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
で
あ
る
利
用
者
の
数
の
割

合
、
利
用
者
が
支
払
つ
た
二
次
使
用
料
の
総
額
に
占
め
る
そ
の

直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
が
支
払
つ
た
二
次
使
用
料
の
額
の
割

合
そ
の
他
の
事
情
か
ら
当
該
利
用
区
分
に
お
け
る
利
用
者
の
利

益
を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ
る
団
体
又
は
個
人
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
、
第
百
三
条
の
五
第
一
項
及
び
第
百
三
条
の
六
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
公
示
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、

当
該
指
定
団
体
に
対
し
、
当
該
公
示
に
係
る
二
次
使
用
料
規
程

の
案
（
当
該
利
用
区
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。
第
五
項
並
び
に

次
条
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
二
次
使
用
料
規
程
案
」

 

（
新
設
） 
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と
い
う
。
）
の
変
更
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

。 
２ 

指
定
団
体
は
、
利
用
者
代
表
か
ら
前
項
の
協
議
を
求
め
ら
れ

た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

利
用
者
代
表
は
、
第
一
項
の
協
議
に
際
し
、
当
該
利
用
区
分

に
お
け
る
利
用
者
（
当
該
利
用
者
代
表
が
直
接
又
は
間
接
の
構

成
員
を
有
す
る
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
構
成
員
で
あ
る
利

用
者
を
除
く
。
）
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

４ 

文
化
庁
長
官
は
、
利
用
者
代
表
が
第
一
項
の
協
議
を
求
め
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
指
定
団
体
が
当
該
協
議
に
応
じ
ず
、
又
は
協

議
が
成
立
し
な
か
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
利
用
者
代
表
か

ら
申
立
て
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
指
定
団
体
に
対
し
、
そ
の

協
議
の
開
始
又
は
再
開
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

指
定
団
体
は
、
第
一
項
の
協
議
が
成
立
し
た
と
き
（
二
次
使

用
料
規
程
案
を
変
更
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
と
き
を

除
く
。
）
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
二
次
使
用
料
規
程
案
を

変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
二
次
使
用
料
規
程
の
裁
定
） 

第
百
三
条
の
四 

第
百
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の

日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て
も
前
条
第
一
項
の
協
議
が

成
立
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
当
事
者
は
、
二
次
使
用
料
規
程
案

に
つ
い
て
文
化
庁
長
官
の
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

文
化
庁
長
官
は
、
前
項
の
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

文
化
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
新
設
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３ 

第
六
十
七
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及

び
第
八
項
並
び
に
第
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の

裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
七

条
第
七
項
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
事
者
」
と
、
同
項

第
一
号
中
「
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
裁
定
に
係

る
著
作
物
の
利
用
に
つ
き
定
め
た
補
償
金
の
額
」
と
あ
り
、
及

び
同
条
第
八
項
中
「
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る

の
は
「
そ
の
旨
」
と
、
第
六
十
八
条
第
三
項
中
「
当
該
申
請
に

係
る
著
作
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
当
事
者
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

４ 

二
次
使
用
料
規
程
案
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
旨
の
第
一
項

の
裁
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
二
次
使
用
料
規
程
案
は
、
そ
の
裁

定
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
従
い
、
変
更
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
二
次
使
用
料
規
程
の
届
出
等
） 

第
百
三
条
の
五 

指
定
団
体
は
、
第
百
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
公
示
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
利
用
者
代
表
か
ら
各
利
用

区
分
に
係
る
第
百
三
条
の
三
第
一
項
の
協
議
の
求
め
が
な
か
つ

た
と
き
、
又
は
同
項
の
協
議
が
成
立
し
、
若
し
く
は
前
条
第
一

項
の
裁
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
定
め
、
又
は
変
更
し
た
二

次
使
用
料
規
程
を
、
そ
の
実
施
の
日
ま
で
に
、
文
化
庁
長
官
に

届
け
出
る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
つ
た
二
次
使
用
料
規
程
は
、

当
該
二
次
使
用
料
規
程
に
お
い
て
そ
の
実
施
の
日
と
し
て
定
め

 

（
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ら
れ
た
日
か
ら
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

３ 

指
定
団
体
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
二
次
使

用
料
規
程
に
定
め
る
額
を
超
え
る
額
を
、
二
次
使
用
料
と
し
て

請
求
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
届
出
を
し
た
二
次
使
用
料
規
程
に
係
る
協
議
等
） 

第
百
三
条
の
六 
指
定
団
体
は
、
利
用
者
代
表
か
ら
、
前
条
第
一

項
又
は
こ
の
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
二
次
使
用

料
規
程
（
当
該
利
用
区
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
届
出
二
次
使
用
料
規
程
」
と
い
う
。
）
の
変
更
に

つ
い
て
協
議
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

第
百
三
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
二
次
使
用
料
規
程
の
変
更
の
協
議
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

３ 

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
命
令
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
協
議
が
成
立
し
な
い
と

き
は
、
そ
の
当
事
者
は
、
届
出
二
次
使
用
料
規
程
の
変
更
に
つ

い
て
文
化
庁
長
官
の
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
百
三
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項

の
届
出
二
次
使
用
料
規
程
の
変
更
に
関
す
る
裁
定
に
つ
い
て
準

用
す
る
。 

５ 

指
定
団
体
は
、
第
一
項
の
協
議
が
成
立
し
た
場
合
で
あ
つ
て

、
届
出
二
次
使
用
料
規
程
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
と
さ

れ
た
と
き
、
又
は
届
出
二
次
使
用
料
規
程
を
変
更
す
る
必
要
が

あ
る
旨
の
第
三
項
の
裁
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
二
次

 

（
新
設
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使
用
料
規
程
を
、
そ
の
実
施
の
日
ま
で
に
、
文
化
庁
長
官
に
届

け
出
る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
た
二
次
使
用
料
規
程
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
二
次
使
用
料
規
程
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
百
三
条
の
七 
第
百
三
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
第

九
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
五
条
第
五

項
の
団
体
並
び
に
第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
九
十
七
条

の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
七
条
第
三
項
の
団
体

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
条
の
二

第
一
項
中
「
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
第
九

十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
五
条
第
五
項

の
団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
「
第
九
十
五
条

の
三
第
一
項
」
と
、
第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
九
十
七
条
第
三
項
の
団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」
と
、
第
九
十
七
条
の

三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
七
条
第
三
項
の
団
体
に

つ
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
「
第
九
十
七
条
の
三
第
一

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
新
設
） 

（
二
次
使
用
料
規
程
に
関
す
る
事
項
の
政
令
へ
の
委
任
） 

第
百
三
条
の
八 

第
百
三
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
第
百
三
条
の
二
第
一
項
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
二
次
使
用
料
規
程
に
関
し
必
要
な
事
項
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は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
） 

第
百
十
三
条 

（
略
） 

２
～
８ 
（
略
） 

９ 

第
九
十
四
条
の
二
、
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
若
し
く
は
第

九
十
七
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
又
は
第
九
十
五
条
第

一
項
、
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項

、
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は

第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
二
次
使
用
料
を
受
け
る

権
利
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
著
作
隣
接
権
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
著
作
隣
接
権
者
」

と
あ
る
の
は
「
著
作
隣
接
権
者
（
次
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

著
作
隣
接
権
と
み
な
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
」

と
、
同
条
第
一
項
中
「
著
作
隣
接
権
を
」
と
あ
る
の
は
「
著
作

隣
接
権
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
隣
接
権
と
み
な
さ
れ
る
権

利
を
含
む
。
）
を
」
と
す
る
。 

10
・
11 

（
略
） 

 

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
） 

第
百
十
三
条 

（
略
） 

２
～
８ 

（
略
） 

９ 

第
九
十
四
条
の
二
、
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第

九
十
七
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
又
は
第
九
十
五
条
第

一
項
若
し
く
は
第
九
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
次
使
用
料

を
受
け
る
権
利
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
著
作

隣
接
権
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
著
作
隣

接
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
著
作
隣
接
権
者
（
次
条
第
九
項
の
規

定
に
よ
り
著
作
隣
接
権
と
み
な
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
者
を
含

む
。
）
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
著
作
隣
接
権
を
」
と
あ
る
の

は
「
著
作
隣
接
権
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
隣
接
権
と
み
な

さ
れ
る
権
利
を
含
む
。
）
を
」
と
す
る
。 

  

10
・
11 

（
略
） 

 

（
善
意
者
に
係
る
譲
渡
権
の
特
例
） 

第
百
十
三
条
の
二 

著
作
物
の
原
作
品
若
し
く
は
複
製
物
（
映
画

の
著
作
物
の
複
製
物
（
映
画
の
著
作
物
に
お
い
て
複
製
さ
れ
て

い
る
著
作
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
映
画
の
著
作
物
の
複
製
物
を

含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
実
演

の
録
音
物
若
し
く
は
録
画
物
又
は
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物
の
譲
渡

を
受
け
た
時
に
お
い
て
、
当
該
著
作
物
の
原
作
品
若
し
く
は
複

（
善
意
者
に
係
る
譲
渡
権
の
特
例
） 

第
百
十
三
条
の
二 

著
作
物
の
原
作
品
若
し
く
は
複
製
物
（
映
画

の
著
作
物
の
複
製
物
（
映
画
の
著
作
物
に
お
い
て
複
製
さ
れ
て

い
る
著
作
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
映
画
の
著
作
物
の
複
製
物
を

含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
実
演

の
録
音
物
若
し
く
は
録
画
物
又
は
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物
の
譲
渡

を
受
け
た
時
に
お
い
て
、
当
該
著
作
物
の
原
作
品
若
し
く
は
複
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製
物
、
実
演
の
録
音
物
若
し
く
は
録
画
物
又
は
レ
コ
ー
ド
の
複

製
物
が
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
各
号
、
第
九
十
五

条
の
四
第
三
項
各
号
又
は
第
九
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、

知
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
過
失
が
な
い
者
が
当
該
著
作
物
の
原
作

品
若
し
く
は
複
製
物
、
実
演
の
録
音
物
若
し
く
は
録
画
物
又
は

レ
コ
ー
ド
の
複
製
物
を
公
衆
に
譲
渡
す
る
行
為
は
、
第
二
十
六

条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
で
な
い
も
の

と
み
な
す
。 

 

製
物
、
実
演
の
録
音
物
若
し
く
は
録
画
物
又
は
レ
コ
ー
ド
の
複

製
物
が
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
各
号
、
第
九
十
五

条
の
二
第
三
項
各
号
又
は
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、

知
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
過
失
が
な
い
者
が
当
該
著
作
物
の
原
作

品
若
し
く
は
複
製
物
、
実
演
の
録
音
物
若
し
く
は
録
画
物
又
は

レ
コ
ー
ド
の
複
製
物
を
公
衆
に
譲
渡
す
る
行
為
は
、
第
二
十
六

条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
で
な
い
も
の

と
み
な
す
。 

 

附 

則 

（
適
用
範
囲
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
実
演
（
新
法
第
七
条
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
の
法
律
の

施
行
前
に
そ
の
音
が
最
初
に
固
定
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
（
新
法
第

八
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
こ
の

法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
に
よ
る
著
作
権
が
存
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
新
法
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
四
条
の

二
、
第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
九
十
五
条

の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
九
十
七
条
か
ら
第
九
十
七
条
の

三
ま
で
並
び
に
第
九
十
七
条
の
五
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の

規
定
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。 

附 

則 

（
適
用
範
囲
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
実
演
（
新
法
第
七
条
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
の
法
律
の

施
行
前
に
そ
の
音
が
最
初
に
固
定
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
（
新
法
第

八
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
こ
の

法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
に
よ
る
著
作
権
が
存
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
新
法
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
四
条
の

二
、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、

第
九
十
七
条
並
び
に
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま

で
の
規
定
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。 
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○ 

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
） （

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

１
・
２ 
（
略
） 

（
有
線
放
送
事
業
者
又
は
実
演
家
に
係
る
著
作
隣
接
権
に
つ
い

て
の
経
過
措
置
） 

３ 

著
作
権
法
中
有
線
放
送
事
業
者
又
は
実
演
家
に
係
る
著
作
隣

接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
五
条
並
び
に
第
九
十
五
条
の
五

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施

行
前
に
行
わ
れ
た
有
線
放
送
又
は
そ
の
有
線
放
送
に
お
い
て
送

信
さ
れ
た
実
演
（
同
法
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規

定
す
る
実
演
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。 

４ 

（
略
） 

附 

則 

１
・
２ 

（
略
） 

（
有
線
放
送
事
業
者
又
は
実
演
家
に
係
る
著
作
隣
接
権
に
つ
い

て
の
経
過
措
置
） 

３ 

著
作
権
法
中
有
線
放
送
事
業
者
又
は
実
演
家
に
係
る
著
作
隣

接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
五
条
並
び
に
第
九
十
五
条
の
三

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施

行
前
に
行
わ
れ
た
有
線
放
送
又
は
そ
の
有
線
放
送
に
お
い
て
送

信
さ
れ
た
実
演
（
同
法
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規

定
す
る
実
演
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。 

４ 

（
略
） 
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○ 

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

１
～
３ 
（
略
） 

（
国
内
に
常
居
所
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
っ
た
実
演
家
に
つ

い
て
の
経
過
措
置
） 

４ 

著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
五
条
並

び
に
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む
。

）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
実
演
に
係
る
実
演
家

で
当
該
実
演
が
行
わ
れ
た
際
国
内
に
常
居
所
を
有
し
な
い
外
国

人
で
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
著

作
権
法
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
実
演
で
同
法
の
施
行
の
際
現
に

旧
著
作
権
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
三
十
九
号
）
に
よ
る
著

作
権
が
存
す
る
も
の
に
係
る
実
演
家
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

附 

則 

１
～
３ 

（
略
） 

（
国
内
に
常
居
所
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
っ
た
実
演
家
に
つ

い
て
の
経
過
措
置
） 

４ 

著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
五
条
並

び
に
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む
。

）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
実
演
に
係
る
実
演
家

で
当
該
実
演
が
行
わ
れ
た
際
国
内
に
常
居
所
を
有
し
な
い
外
国

人
で
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
著

作
権
法
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
実
演
で
同
法
の
施
行
の
際
現
に

旧
著
作
権
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
三
十
九
号
）
に
よ
る
著

作
権
が
存
す
る
も
の
に
係
る
実
演
家
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 
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○ 

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
七
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

１ 

（
略
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

著
作
権
法
第
九
十
五
条
の
五
の
規
定
は
、
著
作
権
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号
。
次
項
第
二

号
に
お
い
て
「
平
成
元
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に

行
わ
れ
た
著
作
権
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
実
演
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 

著
作
権
法
第
九
十
七
条
の
五
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

４ 

最
初
に
販
売
さ
れ
た
日
が
こ
の
法
律
の
施
行
前
で
あ
る
商
業

用
レ
コ
ー
ド
（
著
作
権
法
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
実
演
が
録
音
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
同
法
第
八
条
第
一

号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド
が
複
製
さ
れ
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）
を
実
演
家
又
は
レ
コ
ー
ド
製
作
者
が
貸
与
に
よ
り

公
衆
に
提
供
す
る
権
利
に
関
す
る
同
法
第
九
十
五
条
の
五
第
二

項
に
規
定
す
る
期
間
経
過
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
係
る
期
間
の
起

算
日
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

５
・
６ 

（
略
） 

附 

則 

１ 

（
略
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

著
作
権
法
第
九
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
著
作
権
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号
。
次
項
第
二

号
に
お
い
て
「
平
成
元
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に

行
わ
れ
た
著
作
権
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
実
演
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 

著
作
権
法
第
九
十
七
条
の
三
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

４ 

最
初
に
販
売
さ
れ
た
日
が
こ
の
法
律
の
施
行
前
で
あ
る
商
業

用
レ
コ
ー
ド
（
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
実

演
が
録
音
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
第
八
条
第
一
号
又
は
第
二
号

に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド
が
複
製
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を

実
演
家
又
は
レ
コ
ー
ド
製
作
者
が
貸
与
に
よ
り
公
衆
に
提
供
す

る
権
利
に
関
す
る
第
九
十
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間

経
過
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
係
る
期
間
の
起
算
日
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

５
・
６ 
（
略
） 
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○ 

著
作
権
法
及
び
万
国
著
作
権
条
約
の
実
施
に
伴
う
著
作
権
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

百
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
附 
則 

１ 

（
略
） 

（
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
の
適
用
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
（
以
下
「
新
法

」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
実
演
（
同
条
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
実
演
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

）
で
次
に
掲
げ
る
も
の
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
実
演
で
次

に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る

規
定
（
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む

。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
附
則
第
三
項
、
著
作

権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号

。
以
下
「
平
成
元
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
及
び

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十

三
号
。
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
平
成
三
年
改
正
法
」
と
い
う

。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

３ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
実
演
に
係
る
実
演
家
で
当
該
実
演
が
行

わ
れ
た
際
国
内
に
常
居
所
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
っ
た
も
の

に
対
す
る
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十

五
条
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む
。
）
の
適
用
に

附 

則 

１ 

（
略
） 

（
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
の
適
用
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
（
以
下
「
新
法

」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
実
演
（
同
条
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
実
演
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

）
で
次
に
掲
げ
る
も
の
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
実
演
で
次

に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る

規
定
（
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む

。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
附
則
第
三
項
、
著
作

権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号

。
以
下
「
平
成
元
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
及
び

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十

三
号
。
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
平
成
三
年
改
正
法
」
と
い
う

。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

３ 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
実
演
に
係
る
実
演
家
で
当
該
実
演
が
行

わ
れ
た
際
国
内
に
常
居
所
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
っ
た
も
の

に
対
す
る
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十

五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む
。
）
の
適
用
に



 

25 

つ
い
て
は
、
平
成
元
年
改
正
法
附
則
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。 

４ 

次
に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド
に
対
す
る
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権

に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
七
条
の
五
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で

の
規
定
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
改
正
法

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
平
成
三
年
改
正
法
附
則
第
三

項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

５
・
６ 

（
略
） 

つ
い
て
は
、
平
成
元
年
改
正
法
附
則
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。 

４ 

次
に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド
に
対
す
る
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権

に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で

の
規
定
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
改
正
法

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
平
成
三
年
改
正
法
附
則
第
三

項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

５
・
６ 

（
略
） 
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○ 

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
九
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

１ 

（
略
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

著
作
権
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
五
条
の
四
第

一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
の
際
現
に
存
す
る
著
作
物
の
原
作
品
若
し
く
は
複
製
物
、

実
演
の
録
音
物
若
し
く
は
録
画
物
又
は
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物
（

同
法
第
二
十
一
条
、
第
九
十
一
条
第
一
項
又
は
第
九
十
六
条
に

規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
権
利
を
害
さ
ず
に
作
成
さ
れ
た

も
の
に
限
り
、
出
版
権
者
が
作
成
し
た
著
作
物
の
複
製
物
を
除

く
。
）
の
譲
渡
に
よ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

３
～
７ 

（
略
） 

附 

則 

１ 

（
略
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
著
作
権
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
五

条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
こ

の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
著
作
物
の
原
作
品
若
し
く
は

複
製
物
、
実
演
の
録
音
物
若
し
く
は
録
画
物
又
は
レ
コ
ー
ド
の

複
製
物
（
著
作
権
法
第
二
十
一
条
、
第
九
十
一
条
第
一
項
又
は

第
九
十
六
条
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
権
利
を
害
さ
ず

に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
出
版
権
者
が
作
成
し
た
著
作
物

の
複
製
物
を
除
く
。
）
の
譲
渡
に
よ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な

い
。 

３
～
７ 

（
略
） 
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○ 

著
作
権
等
管
理
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
適
用
除
外
） 

第
二
十
五
条 

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
条
、
第
十
四

条
、
第
十
五
条
（
使
用
料
規
程
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

二
十
三
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
団
体
が

第
三
条
の
登
録
を
受
け
て
当
該
各
号
に
定
め
る
権
利
に
係
る
著

作
権
等
管
理
事
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
権
利
に
係
る
使
用
料

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

著
作
権
法
第
九
十
五
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
九
十
五
条
第
五
項
の
団
体 

同
法
第
九
十
五
条
の
五

第
一
項
に
規
定
す
る
権
利 

二 

著
作
権
法
第
九
十
七
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
九
十
七
条
第
三
項
の
団
体 

同
法
第
九
十
七
条
の
五

第
一
項
に
規
定
す
る
権
利 

（
適
用
除
外
） 

第
二
十
五
条 

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
条
、
第
十
四

条
、
第
十
五
条
（
使
用
料
規
程
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

二
十
三
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
団
体
が

第
三
条
の
登
録
を
受
け
て
当
該
各
号
に
定
め
る
権
利
に
係
る
著

作
権
等
管
理
事
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
権
利
に
係
る
使
用
料

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

著
作
権
法
第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
九
十
五
条
第
五
項
の
団
体 

同
法
第
九
十
五
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
権
利 

二 

著
作
権
法
第
九
十
七
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
九
十
七
条
第
三
項
の
団
体 

同
法
第
九
十
七
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
権
利 
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○ 

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
） （

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

１ 

（
略
） 

（
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
の
適
用
） 

２ 

改
正
後
の
著
作
権
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条

第
四
号
に
掲
げ
る
実
演
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
実
演
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
次
に
掲
げ
る
も
の

又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
実
演
で
次
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す

る
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
五
条
並

び
に
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む
。

）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
附
則
第
三
項
、
著
作
権

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号
。

以
下
「
平
成
元
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
及
び
著

作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
三

号
。
以
下
「
平
成
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

３ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
実
演
に
係
る
実
演
家
で
当
該
実
演
が
行

わ
れ
た
際
国
内
に
常
居
所
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
っ
た
も
の

に
対
す
る
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十

五
条
並
び
に
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を

含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
改
正
法
附
則
第
四

附 

則 

１ 

（
略
） 

（
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
の
適
用
） 

２ 

改
正
後
の
著
作
権
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条

第
四
号
に
掲
げ
る
実
演
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
実
演
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
次
に
掲
げ
る
も
の

又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
実
演
で
次
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す

る
新
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
五
条
並
び
に

第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む
。
）
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭

和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
附
則
第
三
項
、
著
作
権
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号
。
以
下

「
平
成
元
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
及
び
著
作
権

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。

以
下
「
平
成
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

３ 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
実
演
に
係
る
実
演
家
で
当
該
実
演
が
行

わ
れ
た
際
国
内
に
常
居
所
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
っ
た
も
の

に
対
す
る
新
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
五
条

並
び
に
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む

。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
改
正
法
附
則
第
四
項
の
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項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

４ 

次
に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド
に
対
す
る
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権

に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
七
条
の
五
第
三
項

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

平
成
元
年
改
正
法
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
平
成
三
年

改
正
法
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

５
～
８ 

（
略
） 

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

４ 

次
に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド
に
対
す
る
新
法
中
著
作
隣
接
権
に
関

す
る
規
定
（
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
か
ら

第
五
項
ま
で
の
規
定
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成

元
年
改
正
法
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
平
成
三
年
改
正

法
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

５
～
８ 

（
略
） 
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○ 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
学
校
教
育
法
の
特
例
） 

第
十
二
条 
（
略
） 

２
～
10 

（
略
） 

11 

学
校
設
置
会
社
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

著
作
権
法

（
昭
和
四

十
五
年
法

律
第
四
十

八
号
） 

第
三
十
五
条

第
一
項 

設
置
さ
れ
て

い
る
も
の
を

除
く
。 

設
置
さ
れ
て

い
る
も
の
を

除
き
、
学
校

設
置
会
社
（

構
造
改
革
特

別
区
域
法
（

平
成
十
四
年

法
律
第
百
八

十
九
号
）
第

十
二
条
第
二

項
に
規
定
す

る
学
校
設
置

会
社
を
い
う

。
第
三
十
八 

 

（
学
校
教
育
法
の
特
例
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２
～
10 

（
略
） 

11 

学
校
設
置
会
社
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

著
作
権
法

（
昭
和
四

十
五
年
法

律
第
四
十

八
号
） 

第
三
十
五
条

第
一
項 

設
置
さ
れ
て

い
る
も
の
を

除
く
。 

設
置
さ
れ
て

い
る
も
の
を

除
き
、
学
校

設
置
会
社
（

構
造
改
革
特

別
区
域
法
（

平
成
十
四
年

法
律
第
百
八

十
九
号
）
第

十
二
条
第
二

項
に
規
定
す

る
学
校
設
置

会
社
を
い
う

。
第
三
十
八 
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条
第
一
項
、

第
九
十
五
条

の
二
第
二
項

第
一
号
及
び

第
九
十
七
条

の
二
第
二
項

第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。

）
の
設
置
す

る
学
校
を
含

む
。 

第
三
十
八
条

第
一
項 

又
は
観
衆 

若
し
く
は
観

衆 

受
け
な
い
場

合 
受
け
な
い
場

合
又
は
学
校

設
置
会
社
の

設
置
す
る
学

校
に
お
い
て

聴
衆
若
し
く

は
観
衆
か
ら

料
金
を
受
け

ず
に
そ
の
教

育
若
し
く
は

研
究
を
行
う

活
動
に
利
用 

 

 
 

 

条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ

。
）
の
設
置

す
る
学
校
を

含
む
。 

      

第
三
十
八
条

第
一
項 

又
は
観
衆 

若
し
く
は
観

衆 

受
け
な
い
場

合 

受
け
な
い
場

合
又
は
学
校

設
置
会
社
の

設
置
す
る
学

校
に
お
い
て

聴
衆
若
し
く

は
観
衆
か
ら

料
金
を
受
け

ず
に
そ
の
教

育
若
し
く
は

研
究
を
行
う

活
動
に
利
用 
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す
る
場
合 

第
九
十
五
条

の
二
第
二
項

第
一
号
及
び

第
九
十
七
条

の
二
第
二
項

第
一
号 

又
は
観
衆 

若
し
く
は
観

衆 

再
生
し
た
場

合 

再
生
し
た
場

合
又
は
学
校

設
置
会
社
の

設
置
す
る
学

校
に
お
い
て

聴
衆
若
し
く

は
観
衆
か
ら

料
金
を
受
け

ず
に
そ
の
教

育
若
し
く
は

研
究
を
行
う

活
動
に
利
用

し
た
場
合 

12
・
13 

（
略
） 

 
 

 

す
る
場
合 

               

12
・
13 

（
略
） 
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○ 

障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
一
号
）

（
抄
）
（
附
則
第
十
三
条
関
係
） 

※
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
令
和
九
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
る
改
正
後
の
障
害

の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

（
著
作
権
法
の
特
例
） 

第
四
条 

前
条
に
規
定
す
る
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
並
び
に

日
本
語
に
通
じ
な
い
児
童
及
び
生
徒
の
双
方
の
学
習
の
用
に
供

す
る
た
め
に
行
う
教
科
用
特
定
図
書
等
の
発
行
並
び
に
当
該
発

行
に
係
る
教
科
用
特
定
図
書
等
に
つ
い
て
の
著
作
権
法
（
昭
和

四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同

法
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
八
十
六
条
第
三
項
、
第
九
十

五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
、
第
九
十
五
条
の
三
第
二
項
第
三
号

、
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第

二
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
三
条

の
二
第
一
項
中
「
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
複
製
さ
れ
た
著
作
物
は
、
当
該
著
作
物
が
掲
載

さ
れ
た
教
材
を
当
該
障
害
又
は
日
本
語
に
通
じ
な
い
こ
と
に
よ

り
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
著
作
物
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
な

児
童
又
は
生
徒
の
学
習
の
用
に
供
す
る
た
め
に
増
製
し
、
又
は

提
供
し
、
若
し
く
は
提
示
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限

度
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
利
用
す

附 

則 

（
著
作
権
法
の
特
例
） 

第
四
条 

前
条
に
規
定
す
る
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
並
び
に

日
本
語
に
通
じ
な
い
児
童
及
び
生
徒
の
双
方
の
学
習
の
用
に
供

す
る
た
め
に
行
う
教
科
用
特
定
図
書
等
の
発
行
並
び
に
当
該
発

行
に
係
る
教
科
用
特
定
図
書
等
に
つ
い
て
の
著
作
権
法
（
昭
和

四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同

法
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
八
十
六
条
第
三
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
で

き
る
」
と
あ
る
の
は
「
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
複
製

さ
れ
た
著
作
物
は
、
当
該
著
作
物
が
掲
載
さ
れ
た
教
材
を
当
該

障
害
又
は
日
本
語
に
通
じ
な
い
こ
と
に
よ
り
教
科
書
に
掲
載
さ

れ
た
著
作
物
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
児
童
又
は
生
徒
の
学

習
の
用
に
供
す
る
た
め
に
増
製
し
、
又
は
提
供
し
、
若
し
く
は

提
示
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
い
ず

れ
の
方
法
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
、
同
法
第
八
十
六
条
第
三
項
中
「
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項

及
び
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
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る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
同
法
第
八
十
六
条
第
三
項
中
「
第
三

十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三

条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
」
と
、
同
法
第
九
十
五

条
の
二
第
二
項
第
二
号
、
第
九
十
五
条
の
三
第
二
項
第
三
号
、

第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
二

項
第
三
号
中
「
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

三
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
す
る
。 

二
項
及
び
第
五
項
」
と
す
る
。 
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○ 

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
四
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

（
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
の
適
用
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
第
七
条
第
四
号

に
掲
げ
る
実
演
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
実

演
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る

実
演
で
あ
っ
て
、
視
聴
覚
的
実
演
条
約
の
締
約
国
の
国
民
又
は

当
該
締
約
国
に
常
居
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
実
演
家
に
係
る
も

の
に
対
す
る
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九

十
五
条
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む
。
）
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六

十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
附
則
第
三
項
、
著
作
権
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号
。
次
項
に
お

い
て
「
平
成
元
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
及
び
著

作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
三

号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

２ 

視
聴
覚
的
実
演
条
約
の
締
約
国
の
国
民
又
は
当
該
締
約
国
に

常
居
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
実
演
家
（
当
該
実
演
家
に
係
る
実

演
が
行
わ
れ
た
際
国
内
に
常
居
所
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
っ

た
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
著
作
権
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す

る
規
定
（
第
九
十
五
条
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含

む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
改
正
法
附
則
第
四
項

附 

則 

（
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
の
適
用
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
実

演
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
実
演
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
実
演
で
あ
っ

て
、
視
聴
覚
的
実
演
条
約
の
締
約
国
の
国
民
又
は
当
該
締
約
国

に
常
居
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
実
演
家
に
係
る
も
の
に
対
す
る

新
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
五
条
の
三
第
三

項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
著

作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六

十
四
号
）
附
則
第
三
項
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号
。
次
項
に
お
い
て
「
平
成
元
年

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
及
び
著
作
権
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
二
項

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

視
聴
覚
的
実
演
条
約
の
締
約
国
の
国
民
又
は
当
該
締
約
国
に

常
居
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
実
演
家
（
当
該
実
演
家
に
係
る
実

演
が
行
わ
れ
た
際
国
内
に
常
居
所
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
っ

た
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
新
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規

定
（
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む
。

）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
改
正
法
附
則
第
四
項
の
規
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の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

 
 

  



著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  
政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

新
た
に
二
次
使
用
料
の
支
払
い
が
必
要
と
な
る
利
用
者
が
多
数
か
つ
幅
広
く
存
在
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、本
改
正
の
趣
旨
や
内
容
等
に
つ
い
て
、

幅
広
く
丁
寧
な
説
明
、
周
知
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

政
府
に
お
い
て
は
、
二
次
使
用
料
の
徴
収
が
適
正
か
つ
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
関
係
者
間
の
調
整
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
指
定
団
体
に

お
い
て
は
、二
次
使
用
料
規
程
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
、権
利
者
へ
の
対
価
還
元
の
観
点
及
び
利
用
者
の
負
担
へ
の
配
慮
の
観
点
に
留
意
し
つ
つ
、

利
用
者
代
表
と
の
協
議
に
丁
寧
に
対
応
す
る
こ
と
。
文
化
庁
長
官
に
よ
る
裁
定
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
政
府
は
判
断
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
。 

 

三 

飲
食
・
小
売
業
等
の
小
規
模
店
舗
や
公
益
的
な
活
動
に
取
り
組
む
文
化
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
団
体
等
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
店
舗
面
積
や
収

容
人
数
等
に
応
じ
た
低
廉
な
料
金
設
定
や
、
支
払
い
の
減
額
・
免
除
、
段
階
的
な
導
入
期
間
を
設
け
る
な
ど
、
実
効
性
の
あ
る
緩
和
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。
ま
た
、
利
用
者
の
事
務
負
担
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
手
続
き
が
完
了
す
る
な
ど
簡

素
な
シ
ス
テ
ム
を
早
急
に
実
現
す
る
こ
と
。 

 

四 

政
府
は
、
二
次
使
用
料
の
徴
収
・
分
配
を
担
う
指
定
団
体
に
対
し
、
若
手
や
個
人
で
活
動
す
る
実
演
家
を
は
じ
め
、
全
て
の
実
演
家
等
へ
迅
速

か
つ
正
確
に
対
価
が
還
元
さ
れ
る
持
続
可
能
で
公
平
な
仕
組
み
を
構
築
す
る
よ
う
指
導
・
監
督
す
る
こ
と
。
特
に
Ａ
Ｉ
楽
曲
識
別
技
術
の
導
入
等

に
よ
る
Ｄ
Ｘ
化
や
、
相
談
窓
口
の
設
置
な
ど
体
制
整
備
を
促
す
こ
と
。 

 

五 

現
行
に
お
い
て
も
、
飲
食
店
等
に
お
い
て
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
用
い
て
音
を
公
に
再
生
等
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
著
作
権
等
管
理
事

業
者
に
使
用
料
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
そ
の
利
用
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
切
に
支
払
い
が
行
わ
れ
て
い
な
い
例
も
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、「
レ
コ
ー
ド
演
奏
・
伝
達
権
」
の
創
設
を
契
機
に
、
著
作
権
者
に
対
し
確
実
に
適
切
な
対
価
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
こ
と
に
加
え

て
、
今
後
は
実
演
家
等
に
対
し
て
も
適
切
な
対
価
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
利
用
す
る
事
業
者
に
対
し
て
周

知
徹
底
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、「
レ
コ
ー
ド
演
奏
・
伝
達
権
」
の
二
次
使
用
料
の
徴
収
・
分
配
に
つ
い
て
、
実
効
性
の
あ
る
体
制
の
構
築
に
万
全
を

期
す
こ
と
。 

MEXT
テキストボックス
別添４



 

六 

音
楽
界
に
お
い
て
個
人
事
業
主
の
音
楽
家
が
増
加
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
新
設
さ
れ
る
権
利
が
不
当
に
囲
い
込
ま
れ
な
い
よ
う
、
関
係
省
庁

の
連
携
に
よ
り
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
保
護
や
取
引
適
正
化
に
向
け
た
支
援
・
法
執
行
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

七 

本
制
度
の
導
入
が
、
実
演
家
等
の
正
当
な
権
利
保
護
と
処
遇
改
善
に
資
す
る
と
と
も
に
、
海
外
と
の
相
互
管
理
を
通
じ
た
日
本
の
音
楽
コ
ン
テ

ン
ツ
の
国
際
展
開
や
デ
ジ
タ
ル
赤
字
の
解
消
に
つ
な
が
る
よ
う
、世
界
各
国
の
著
作
隣
接
権
管
理
団
体
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
速
や
か
に
構
築
し
、

海
外
で
発
生
し
た
使
用
料
を
確
実
に
日
本
へ
還
流
さ
せ
る
仕
組
み
を
確
立
す
る
こ
と
。
ま
た
、
我
が
国
の
音
楽
を
は
じ
め
と
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
文

化
の
人
材
育
成
、
製
作
、
流
通
、
海
外
展
開
の
総
合
的
な
支
援
を
一
層
強
化
し
、
こ
れ
ら
に
よ
り
、
次
世
代
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
国
内
外
で
の
活
躍

を
強
力
に
後
押
し
し
日
本
の
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
の
興
隆
を
図
る
こ
と
。 
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政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

 

一
、
新
た
に
二
次
使
用
料
の
支
払
が
必
要
と
な
る
利
用
者
が
多
数
か
つ
幅
広
く
存
在
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
改
正
の
趣
旨
や

内
容
等
に
つ
い
て
、
幅
広
く
丁
寧
な
説
明
、
周
知
を
行
う
こ
と
。 

 

二
、
二
次
使
用
料
の
支
払
に
関
し
、
利
用
者
を
始
め
と
す
る
国
民
の
幅
広
い
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
二
次
使
用
料

の
徴
収
額
・
分
配
額
・
管
理
経
費
・
未
分
配
額
等
の
状
況
を
で
き
る
限
り
詳
細
に
公
表
す
る
と
と
も
に
、
海
外
と
の
収
支
の

状
況
等
の
情
報
開
示
を
行
う
な
ど
、
二
次
使
用
料
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。 

 

三
、
政
府
に
お
い
て
は
、
二
次
使
用
料
の
徴
収
が
適
正
か
つ
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
関
係
者
間
の
調
整
に
努
め
る
こ
と
。

特
に
、
二
次
使
用
料
の
支
払
に
係
る
利
用
者
の
事
務
負
担
を
減
ら
す
と
と
も
に
、
二
次
使
用
料
の
徴
収
が
「
費
用
倒
れ
」
と

な
る
こ
と
を
防
ぐ
観
点
か
ら
、
指
定
団
体
と
音
楽
著
作
権
管
理
事
業
者
の
連
携
が
十
分
に
図
ら
れ
る
よ
う
、
緊
密
な
協
力
関

係
の
構
築
に
向
け
た
指
定
団
体
の
取
組
を
後
押
し
す
る
こ
と
。 

 

四
、
指
定
団
体
に
お
い
て
は
、
二
次
使
用
料
規
程
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
、
権
利
者
へ
の
適
切
な
対
価
還
元
の
実
現
を
利
用
者

の
負
担
へ
の
配
慮
と
両
立
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
幅
広
い
利
用
者
の
意
見
に
真
摯
に
向
き
合
う
と
と
も
に
、
利
用
者
代
表
と
の

協
議
に
丁
寧
に
対
応
す
る
こ
と
。
ま
た
、
文
化
庁
長
官
に
よ
る
裁
定
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
政
府
は
判
断
の
根
拠
や
過
程
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

MEXT
テキストボックス
別添５



 

五
、
飲
食
・
小
売
業
等
の
小
規
模
店
舗
や
公
益
的
な
活
動
に
取
り
組
む
文
化
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
団
体
等
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
、
店
舗
面
積
や
収
容
人
数
等
に
応
じ
た
低
廉
な
料
金
設
定
や
、
支
払
の
減
額
・
免
除
、
段
階
的
な
導
入
な
ど
、
実
効
性
の

あ
る
緩
和
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
利
用
者
の
事
務
負
担
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
で
手
続
が
完
了
す
る
簡
素
な
シ
ス
テ
ム
を
早
急
に
実
現
す
る
こ
と
。 

 

六
、
学
校
教
育
や
医
療
施
設
、
高
齢
者
・
障
が
い
者
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
日
常
的
な
音
楽
利
用
に
つ
い
て
は
、
国
民
が
文
化

芸
術
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
機
会
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
例
外
規
定
の
適
切
な
運
用
や
減
免
措
置
の
拡
充
等
、
現

場
の
教
育
・
医
療
・
福
祉
活
動
の
維
持
に
向
け
た
、
き
め
細
や
か
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。 

 

七
、
利
用
者
が
負
担
す
る
使
用
料
の
公
平
性
及
び
制
度
運
用
の
透
明
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
著
作
権
法
第
三
十
八
条
に
お

け
る
「
非
営
利
」
「
無
料
」
「
無
報
酬
」
の
要
件
に
つ
い
て
、
そ
の
解
釈
及
び
適
用
範
囲
の
明
確
化
を
図
る
と
と
も
に
、
そ

の
内
容
の
周
知
に
努
め
る
こ
と
。 

 

八
、
政
府
は
、
二
次
使
用
料
の
徴
収
・
分
配
を
担
う
指
定
団
体
に
対
し
、
若
手
や
個
人
で
活
動
す
る
実
演
家
を
始
め
、
全
て
の

実
演
家
等
へ
迅
速
か
つ
正
確
に
対
価
が
還
元
さ
れ
る
持
続
可
能
で
公
平
な
仕
組
み
を
構
築
す
る
よ
う
指
導
・
監
督
す
る
こ
と
。

特
に
Ａ
Ｉ
楽
曲
識
別
技
術
の
導
入
等
に
よ
る
Ｄ
Ｘ
化
や
、
相
談
窓
口
の
設
置
な
ど
体
制
整
備
を
促
す
こ
と
。 

 

九
、
制
度
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
、
利
用
実
績
に
基
づ
く
正
確
か
つ
公
平
な
分
配
の
実
現
を
図

る
と
と
も
に
、
権
利
情
報
の
整
備
及
び
相
互
運
用
性
の
確
保
を
推
進
し
、
徴
収
、
管
理
及
び
分
配
の
各
過
程
に
お
け
る
透
明

性
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
指
定
団
体
に
お
け
る
適
正
な
運
営
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
政
府
は
必
要
な
指
導
・
監
督

を
行
う
こ
と
。 



 

十
、
実
演
家
等
が
関
わ
る
音
楽
・
放
送
番
組
等
の
分
野
で
の
取
引
の
一
部
に
つ
い
て
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
等
の
独
占
禁
止
法

上
の
観
点
か
ら
問
題
と
な
り
得
る
行
為
が
確
認
さ
れ
、
取
引
の
適
正
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
設
さ
れ
る

権
利
に
よ
る
実
演
家
等
へ
の
対
価
還
元
の
状
況
に
つ
い
て
、
関
係
府
省
庁
と
連
携
し
つ
つ
、
事
後
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

十
一
、
音
楽
界
に
お
い
て
個
人
事
業
主
の
音
楽
家
が
増
加
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
新
設
さ
れ
る
権
利
が
不
当
に
囲
い
込
ま
れ

な
い
よ
う
、
関
係
府
省
庁
の
連
携
に
よ
り
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
保
護
や
取
引
適
正
化
に
向
け
た
支
援
・
法
執
行
体
制
を
強
化
す

る
こ
と
。 

 

十
二
、
実
演
家
等
が
受
け
取
る
既
存
の
使
用
料
等
が
全
体
と
し
て
減
少
傾
向
に
あ
る
中
、
利
用
者
が
増
加
し
て
い
る
サ
ブ
ス
ク

リ
プ
シ
ョ
ン
型
の
音
楽
配
信
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
大
手
事
業
者
ほ
ど
実
演
家
等
へ
の
対
価
が
少
な
い
傾
向
に
あ
る
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
「
バ
リ
ュ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
等
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
Ｄ
Ｘ
時
代
に
対
応
し
た
音
楽
を
始

め
と
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
権
利
保
護
と
適
切
な
対
価
還
元
方
策
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十
三
、
生
成
Ａ
Ｉ
そ
の
他
の
新
た
な
技
術
の
進
展
及
び
国
際
的
な
動
向
を
踏
ま
え
、
実
演
家
及
び
権
利
者
の
利
益
保
護
と
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
と
の
調
和
を
図
る
観
点
か
ら
、
著
作
権
制
度
及
び
著
作
隣
接
権
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
継
続
的
に
検

討
を
行
う
こ
と
。 

 

十
四
、
本
改
正
が
、
実
演
家
等
の
正
当
な
権
利
保
護
と
処
遇
改
善
に
資
す
る
と
と
も
に
、
海
外
と
の
相
互
管
理
を
通
じ
た
日
本

の
音
楽
コ
ン
テ
ン
ツ
の
国
際
展
開
や
デ
ジ
タ
ル
赤
字
の
解
消
に
つ
な
が
る
よ
う
、
世
界
各
国
の
著
作
隣
接
権
管
理
団
体
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
速
や
か
に
構
築
し
、
海
外
で
発
生
し
た
使
用
料
を
確
実
に
日
本
へ
還
流
さ
せ
る
仕
組
み
を
確
立
す
る
こ
と
。

ま
た
、
我
が
国
の
音
楽
を
始
め
と
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
分
野
の
人
材
育
成
、
製
作
、
流
通
、
海
外
展
開
の
総
合
的
な
支
援
を
一



層
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
世
代
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
国
内
外
で
の
活
躍
を
強
力
に
後
押
し
し
、
日
本
の
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業

の
興
隆
を
図
る
こ
と
。 

 

十
五
、
本
法
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
そ
の
運
用
状
況
、
実
演
家
等
へ
の
利
益
還
元
の
状
況
、
利
用
者
負
担
の
状
況
、
海

外
と
の
権
利
使
用
料
の
受
払
状
況
及
び
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
の
発
展
へ
の
効
果
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す

る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
徴
収
・
分
配
等
に
係
る
制
度
の
見
直
し
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 
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